
水産予算概算決定の概要

令和元年 12月

令和２年度



令和２年度水産関係予算の主要事項 

-水産改革の実行による適切な資源管理と水産業の成長産業化-

令和元年 12 月 

水 産 庁 

令和２年度水産関係予算総額 3,005 億円 
（当初予算 2,034 億円・補正予算 971 億円） 

【補正予算】は、令和元年度補正予算

１ 新たな資源管理システムの実施

① 「水産資源研究センター」構想の実現に向

けた資源調査・評価体制の抜本的な見直し

・ 水産研究・教育機構の資源研究部門を見直

し、調査研究体制を強化するとともに、国際

的にみて遜色のない水産資源の評価・管理方

法の導入により水産資源の維持・回復を図る

ため、調査船調査、市場調査、海洋観測等を

拡充し、資源評価対象種の拡大や資源評価の

精度向上等を推進

・ 水産庁漁業調査船「開洋丸」について最新

の調査機器等を導入した代船を建造

６６億円 

（７０億円）

【補正予算】 

４８億円 

② 漁業経営安定対策の強化

・ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者を対

象に、漁獲変動等に伴う減収を補填する漁業

収入安定対策を強化するとともに、燃油や配

合飼料の価格上昇に対するコスト対策等を実

施

２５４億円 

（１８１億円） 

（うち漁業収入安定対策事業） 

１４２億円 

（６９億円） 

【補正予算】 

２１１億円 

２ 成長産業化に向けた重点的な支援

① 漁業・漁村を支える人材の育成・確保

・ 漁業・漁村を支える人材確保・育成を強化す

るため、漁業への就業前の若者への資金の交

付、漁業現場での研修最終年に実践型研修を行

う研修生への資金の交付を含む長期研修の実

施、海技免許等の資格取得、漁業者の経営能力

の向上等を支援

７億円 

（８億円）

【補正予算】 

１億円 
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・ 漁業者等の安全講習会や現場での安全指導、

小型漁船等の衝突事故等を防止するための技術

の現場実装等を推進

・ 外国人材の円滑かつ適正な受入れのため、外

国人材の知識・技能を確認するための試験の実

施及び環境整備を支援

② 漁船漁業の構造改革

・ 漁業所得の向上と年齢バランスのとれた就

業構造を実現するため、高性能漁船の導入等

による収益性向上や、居住性・安全性・作業

性の高い漁船の計画的・効率的な導入手法等

の実証の取組を支援

３０億円 

（５１億円）

【補正予算】 

２１億円 

③ 沿岸漁業の競争力強化

・ 漁業所得の向上を目指す漁業者による共同

利用施設の整備、密漁防止対策、浜と水産加

工業をはじめとする企業との連携の推進等浜

プランの着実な推進を図るとともに、浜の構

造改革に必要な漁船、漁具等のリース方式に

よる導入を支援

－ 浜の活力再生・成長促進交付金 

－ 水産業競争力強化のための施設整備 

－ 水産業成長産業化沿岸地域創出事業 

２０億円 

（５４億円） 

１００億円 

（１００億円）

【補正予算】 

４０億円 

④ 戦略的な養殖業の成長産業化

・ 国が策定する生産から販売・輸出に至る総

合戦略に基づき、国内外の需要を見据えた養

殖業の成長産業化を実現するための関係者の

取組、養殖生産の三要素である餌、種苗、漁

場に関するボトルネックの克服等に向けた技

術開発・調査を支援

・ 大規模沖合養殖システムの導入や新技術を

用いた協業化の促進等による収益性向上のた

めの実証等の取組を支援
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－ 養殖業成長産業化推進事業 

 

 

－ 漁業構造改革総合対策事業 

 

３億円 

（４億円） 

 

３０億円の内数 

（５１億円の内数） 

 

⑤ 内水面及びさけ・ます等栽培資源総合対策 

 

・ ウナギ等の内水面資源の回復と適切な管理体

制の構築、サケの回帰率向上に必要な種苗生産

能力に応じた放流体制への転換、種苗生産・放

流等において資源造成・回復効果の高い手法や

対象魚種の重点化の取組等を支援 

 

１３億円 

（１４億円） 

 

 

⑥ 水産業競争力強化緊急事業 

 

・ 「広域浜プラン」に基づき、担い手へのリー

ス方式による漁船の導入、海況情報を迅速に

把握するための海上ブロードバンド用機器及

び生産性向上や省力・省コスト化に資する漁

業用機器等の導入、産地の施設の再編整備等

を支援 

 

－ 水産業競争力強化のための漁船導入 

－ 水産業競争力強化のための機器等導入 

－ 水産業競争力強化のための施設整備(再掲) 

－ 水産業競争力強化のための金融支援 

－ 水産業競争力強化に向けた収入向上や資源

管理のための取組等に対する支援 

 

 【補正予算】 

２７０億円 

 

 

 

 

 

 

 

（所要額） 

２０５億円 

４０億円 

４０億円 

４億円 

 

６億円 

３ 「スマート水産業」等の推進 

 

① 水産業におけるＩＣＴ等の先端技術の活用と

データ連携基盤の構築 

  

・ ＩＣＴを活用し、資源評価の高度化に向け

た環境・操業・水揚げデータの収集・活用体

制の構築や、操業の効率化に向けた操業支援

システムの開発・導入を推進するとともに、

これらの取組を含め、生産から流通にわたる

多様な場面で得られたデータの連携・共有・

活用を可能とする「水産業データ連携基盤

（仮称）」を構築 

 

５億円 

（５億円） 

 

 

 

 

 

 

 

3



② 水産バリューチェーンの生産性向上

・ 輸出拡大も視野に、水産業全体の成長産業

化を図るため、産地水産加工業の中核的人材

育成や浜プランとも連動した生産性向上の取

組を支援するほか、生産・加工・流通・販売

が連携し一体となってマーケットニーズに応

えるバリューチェーンの構築を支援

・ 漁獲から加工・流通段階まで漁獲情報等を

伝達するシステムの開発・実証等を実施

８億円 

（１２億円） 

【補正予算】 

２億円 

③ 水産物の輸出力の強化

・ 水産加工施設等の整備への支援を充実させ

るとともに、水産加工品の輸出拡大に向けた

食品製造事業者のＨＡＣＣＰ（危害分析重要

管理点）対応のための施設整備や輸出向けの

施設のＨＡＣＣＰ認定取得のための取組や生

産海域等モニタリングを支援

・ 持続可能な漁業・養殖業の認証等を進める

ため、日本発の水産エコラベルの普及促進等

を支援

２２５億円の内数 

（－） 

【補正予算】 

１ ３ ８ 億 円 の 内 数 

【補正予算】 

６８億円 

４ 水産基盤の整備、漁港機能の再編・集約化と強靱化の推進 

① 水産基盤整備事業＜公共＞

・ 産地市場統合や養殖適地の確保等水産改革と

連動した水産基盤の整備や、衛生管理対策、水

産資源の回復対策、漁業地域の地震・津波対

策、漁港施設の長寿命化対策、漁港の有効活用

を推進

７１１億円 

（７１０億円） 

【臨時・特別の措置】

７３億円 

【補正予算】 

１９０億円 

② 漁港の機能増進

・ 就労環境の改善、漁港利用者の安全性の向

上、漁港施設の有効活用等に資する施設の整備

等を支援

１０億円 

（２６億円）

③ 農山漁村地域整備交付金＜公共＞

・ 地方の裁量によって実施する農林水産業の基

盤整備や農山漁村の防災・減災対策に必要な交

付金を交付

（農村振興局計上） 

９４３億円の内数 

（９２７億円の内数） 

【臨時・特別の措置】

４２億円の内数 

【補正予算】 

３ ４ 億 円 の 内 数 
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５ 漁業取締体制の増強、国境監視機能等の多面的機能の発揮、捕鯨対策 

① 外国漁船対策等

・ 我が国周辺海域での外国漁船の違法操業が悪

質・巧妙化する中で、水産改革の目的の一つで

ある我が国周辺海域における水産資源の管理徹

底と国際ルールに基づく操業秩序の維持のた

め、外国漁船の違法操業等に対する漁業取締体

制等を強化

１８０億円 

（１６８億円）

【補正予算】 

４億円 

② 韓国・中国等外国漁船操業対策事業

・ 急増する韓国・中国等の外国漁船に対応する

ため、我が国海域において、漁業者が行う外国

漁船が投棄した漁具等の回収・処分や外国漁船

の操業状況の調査・監視等を支援

【補正予算】 

５０億円 

③ 沖縄漁業基金事業

・ 日台漁業取決め海域等において、沖縄の漁業

者が行う外国漁船が投棄した漁具等の回収・処

分や外国漁船の操業状況の調査・監視等を支援

【補正予算】 

２０億円 

④ 水産多面的機能の発揮等

・ 漁業者等が行う藻場・干潟の保全や国境監視

等水産多面的機能の発揮に資する取組や、有害

生物・赤潮等の漁業被害防止対策等の実施（衛

星情報による赤潮発生情報の高度化等を含

む。）、離島の漁業再生等に資する取組、海洋

プラスチックごみ対策等の実施及び支援

４８億円 

（５５億円）

⑤ 捕鯨対策

・ 商業捕鯨の本格的な実施に当たり、捕鯨業の

実証事業の実施、非致死的科学調査等の確実な

実施、持続的利用を支援する国との連携や情報

発信、捕鯨の将来の姿の検討等を支援

５１億円 

（５１億円） 
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６ 東日本大震災からの復興まちづくり、産業・生業（なりわい）の再生 

① 災害復旧等事業等

・ 東日本大震災で被災した漁港施設、海岸保全

施設の復旧や生産基盤及び海岸保全施設の整備

を引き続き推進

（復興庁計上） 

５６０億円 

（６２３億円）

② 福島県農林水産業再生総合事業

・ 福島県の農林水産業の再生に向けて、海外を

含む農林水産物の販路拡大と需要の喚起等、生

産から流通・販売に至るまで、風評の払拭を総

合的に支援

（復興庁計上） 

４７億円 

（４７億円）

③ 復興水産加工業等販路回復促進事業

・ 被災地の水産加工業の販路回復に必要な個別

指導、セミナー等の開催、被災県水産物・水産

加工品の安全性や魅力の発信、販路回復等に必

要な加工機器の整備等を支援

（復興庁計上） 

１２億円 

（１２億円）

（※）各項目の下段（ ）内は、令和元年度当初予算額（「臨時・特別の措置」を除いた額） 
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概算決定額
Ａ

対前年度比 Ａ＋Ｂ 対前年度比

億円 億円 ％ 億円 億円 ％

2,167 2,034 93.9 971 3,005 138.7
(478)

1,160 1,143 98.5 724 1,867 160.9
(368)

1,160 1,143 98.5 656 1,799 155.0
(300)

68 68
(68)

1,007 892 88.5 247 1,139 113.1
(110)

996 880 88.4 195 1,075 108.0
(110)

900 784 87.1 190 974 108.2

190 73 38.4

(110)

12 12 100.1 2 14 116.1

3 3 100.0

83 84 100.8 3 86 104.2

4 4 84.0

   11 11 100.1 52 64 561.8

交付金（水産庁分）

災 害 復 旧

（注）　１．金額は関係ベース。
　　　　２．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

※東日本大震災復旧・復興対策は、水産関係を含め一括して復興庁に計上されている。

一 般 公 共

水産基盤整備        

漁　港　海　岸        

農山漁村地域整備 

うち
臨時・特別の措置

うち
臨時・特別の措置

うち
臨時・特別の措置

２．公　　　 共 （合計）

令和２年度水産関係予算概算決定の概要

令 和 元 年 １ ２ 月

水 産 庁

事 項
令和元年度

予算額

令和２年度予算 令和元年度
補正予算額

Ｂ
うちＴＰＰ
対策予算

合  　計 

１．非　公　共（合計）

水産庁計上

食料産業局計上

7



　国際的水産資源管理促進事業 14

　漁業経営セーフティーネット構築事業 17

18

20

16

22

　漁協経営基盤強化対策支援事業

　共済掛金国庫補助金

　漁業収入安定対策事業

　漁業の担い手確保緊急支援事業 60

　水産金融総合対策事業 19

　漁業人材育成総合支援事業 21

① 漁業・漁村を支える人材の育成・確保

　漁業労働安全確保・革新的技術導入支援事業

　漁業調整委員会等交付金 15

② 漁業経営安定対策の強化

令和２年度水産予算概算決定の主要項目

項目名 頁

　水産資源調査・評価推進事業 12

　水産庁漁業調査船「開洋丸」代船建造 62

１　新たな資源管理システムの実施

① 「水産資源研究センター」構想の実現に向けた資源調査・評価体制の抜本的な見直し 11

　ＥＥＺ内資源・漁獲管理体制強化事業 13

（令和元年度補正予算による事業については、補正予算編に掲載）

23

２　成長産業化に向けた重点的な支援

③ 沿岸漁業の競争力強化

② 漁船漁業の構造改革

　漁業構造改革総合対策事業

　水産業成長産業化沿岸地域創出事業 25

　浜の活力再生・成長促進交付金 24
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項目名 頁

　漁港機能増進事業 36

③ 水産物の輸出力の強化

　水産基盤整備事業＜公共＞ 34

57

③ 漁港・海岸事業＜公共＞

　漁港海岸事業＜公共＞

　水産物輸出拡大緊急対策事業＜一部公共＞

39

④ 戦略的な養殖業の成長産業化

26

　内水面漁場・資源管理総合対策事業 28

　浜の活力再生・成長促進交付金（再掲） 24

　食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策（食料産業局計上）

　さけ・ます等栽培対象資源対策

37

　海岸堤防等の緊急対策＜公共＞ 38

　水産バリューチェーン事業 31

　水産物流通調査事業 32

　日本発の水産エコラベル普及推進事業（食料産業局計上） 33

① 水産基盤整備事業＜公共＞

④ 農山漁村地域整備交付金＜公共＞

３　「スマート水産業」等の推進

　水産基盤整備事業＜公共＞（再掲） 34

　流通拠点漁港等の緊急対策＜公共＞ 35

59

４　水産基盤の整備、漁港機能の再編・集約化と強靱化の推進

30

② 漁港の機能増進

29

⑤ 内水面及びさけ・ます等栽培資源総合対策

① 水産業におけるＩＣＴ等の先端技術の活用とデータ連携基盤の構築

⑥ 水産業競争力強化緊急事業 56

　養殖業成長産業化推進事業

　先端的養殖モデル地域の重点支援 27

② 水産バリューチェーンの生産性向上

スマート水産業推進事業
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項目名 頁

　離島漁業再生支援等交付金 45

42

　漁場環境改善推進事業 43

　水産多面的機能発揮対策 41

５　漁業取締体制の増強、国境監視機能等の多面的機能の発揮、捕鯨対策

　有明海のアサリ等の生産性向上実証事業 44

　有害生物漁業被害防止総合対策事業

　　②　水産多面的機能の発揮等

65　　③　沖縄漁業基金事業

６　漁港関係等災害復旧事業＜公共＞ 49

　　①　外国漁船対策等 40

　　②　韓国・中国等外国漁船操業対策事業 64

　厳しい環境条件下におけるサンゴ礁の面的保全・回復技術開発実証事業 46

48　　③　捕鯨対策

  漁場油濁被害対策事業 47
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜対策のポイント＞
水産研究・教育機構の資源研究部門を見直し、調査研究体制を強化するとともに、国際的にみて遜色のない水産資源の評価方法の導入により水産資源の
維持・回復を図るため、調査船調査、市場調査、海洋観測等を実施し、資源評価対象種の拡大や資源評価の精度向上等を推進します。
＜政策目標＞
資源評価対象魚種の拡大（50種［平成30年度］→200種程度［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託、補助（定額、1/2）

１．水産資源調査・評価推進事業

〇 漁獲可能量（TAC）制度の対象魚種の拡大や評価精度の向上等のため、
調査船調査や市場調査等を実施し、MSYベースの資源評価を推進します。

５．水産庁漁業調査船「開洋丸」代船建造
〇 増大する資源調査・評価のニーズに対応するため、最新鋭の調査・情報
機器を導入した新鋭の調査船を代船建造します。
［事業実施主体］国（水産庁）

（１～４の事業）

［お問い合わせ先］ 水産庁漁場資源課（03-6744-2377）
水産庁管理調整課（03-5510-3303）
水産庁研究指導課（03-6744-2370）

水産資源の維持・回復のため、
〇MSYをベースとした資源評価・管理を実施
〇TAC制度の対象魚種拡大や個別割当（IQ）の導入を促進

２．スマート水産業推進事業

〇 ICTを活用して漁業者等から効率的に操業・環境・水揚げデータを収集・蓄
積し、資源評価の高度化を図る体制整備を推進します。

４．国立研究開発法人水産研究・教育機構施設整備費補助金
〇 資源管理の強化や不漁対策に資するよう、国立研究開発法人水産研究・教育
機構に、水産資源及び海洋環境のデータ解析や高度なシミュレーションを高速で行う
システムの構築（水産資源評価対策支援事業）等を行います。

【令和２年度予算概算決定額 6,602（7,029）百万円】
（令和元年度補正予算額（水産庁漁業調査船「開洋丸」代船建造等） 4,801百万円）

水産資源研究センター構想（案）

〇第三者レビュー等により評価の客観性を確保

〇ICTの活用（スマート水
産業）等により、産地市場
や漁船等からの情報収集を
推進

〇調査船の計画的な代船
建造や最新の調査機器の
導入、都道府県との連携等
により、調査体制を充実

〇調査船調査・市場調査・
海洋観測等を拡充

調査 評価 情報提供

〇最大持続生産量(MSY)ベースの
高精度な資源評価を中心に、資源
毎に最適な評価を迅速に実施
（対象魚種を５年間で50種から
200種程度に拡大）

〇水産研究・教育機構の組織再
編や施設整備等により、評価体制
を充実

〇行政から独立した資源評価を実施

大学等研究機関

都道府県研究機関

水研機構支所

水産資源研究センター

〇資源管理方針に関
する検討会等において、
漁業者等へ評価結果
等を分かりやすい形で
説明
〇資源評価関係会
議等における議事録を
公表
〇国際的な資源管理
の強化・推進に必要な
科学的情報を提供

「水産資源研究センター」構想の実現に向けた資源調査・
評価体制の抜本的な見直し

３．ＥＥＺ内資源・漁獲管理体制強化事業

〇 資源管理目標に基づいた数量管理を基本とする新たな資源管理に則した体制の
強化等により、漁業の実態や特性に合った形で資源管理の高度化を図ります。
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

水産資源調査・評価推進事業

＜対策のポイント＞
調査船調査、市場調査、海洋観測等を実施し、資源調査・評価体制を強化することにより、最大持続生産量（MSY）を達成できる資源水準の算定や資
源評価対象魚種の拡大を促進するとともに、水産資源に対する海洋環境の影響把握を推進します。

＜政策目標＞
資源評価対象魚種の拡大（50種［平成30年度］→200種程度［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託、補助（定額、1/2）

2．市場調査（生物情報収集体制の強化）
〇 魚市場において、対象となる魚種を購入し、分析することにより、年齢や成熟状態
等の生物学的情報を収集し、資源評価対象魚種の拡大を推進します。

１．調査船調査（加入量や親魚量等の推定精度の向上）
〇 漁獲可能量（TAC）制度の対象魚種の精度向上やTAC対象魚種の拡大等の
ため、魚群探知機等による調査船調査を行い、加入量や親魚量等を推定します。

3．海洋環境要因の把握
〇 水産資源の分布・回遊・生残等に影響を及ぼす海洋環境を把握するため、調査
船や観測ブイ等を利用し、水温、塩分、海流等の情報を収集します。

５．国際交渉対応
〇 国際交渉を日本が主導するために必要な調査等を行います。

６．水産庁漁業調査船「開洋丸」の代船建造
〇 増大する資源調査・評価のニーズに対応するため、最新鋭の調査・情報機器を導
入した新鋭の調査船を代船建造します。
［事業実施主体］国（水産庁）

（１～５の事業） ［お問い合わせ先］ 水産庁漁場資源課（03-6744-2377）

水産資源の維持・回復のため、
〇MSYをベースとした資源評価・管理を実施
〇TAC制度の対象魚種拡大や個別割当（IQ）の導入を促進
〇国際水産資源の持続的利用と我が国漁業の操業の確保を推進

〇MSYを達成できる資源水準の算定に必要な加入量や親魚量等を精度高く推定
〇資源評価対象魚種及び評価内容を国際的に遜色のないレベルへ向上
〇諸外国との協議の場で資源評価・資源管理を主導

〇資源解析
・収集したデータを解析し、加入量と親魚量の関係等からMSYを算定 等

〇生物学的許容漁獲量（ABC）の算定等
・資源状態や漁獲管理規則等に応じたABCの算定 等

〇資源状態の判断
・資源や漁獲圧力が、MSYを達成する水準よりも上か下かを判断

〇データの収集
・調査船調査により加入量や親魚量等に関する情報を収集
・市場調査により対象となる魚種の生物学的情報を収集 等

関係国が収集
したデータを基
に共同で資源
評価を実施し、
資源管理措置
を策定

＜主な目標＞

国際水産資源

MSYベースの資源評価

〇国際交渉への対応
・国際交渉に対応するための調査船調査の実施、データの解析・評価、協議 等

４．資源評価の高度化・理解促進
〇 資源評価の客観性等の確保や、理解促進のためのレビューや情報提供を推進します。

〇資源評価結果の情報提供
・資源評価結果の理解促進のため、情報提供を実施

【令和２年度予算概算決定額 5,225（5,451）百万円】
（令和元年度補正予算額（水産庁漁業調査船「開洋丸」代船建造等） 4,801百万円）

漁業調査船の代船建造に
よる調査体制の強化
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１.漁獲情報集計・管理等
TAC魚種等の漁獲情報の収集･分析等に係るシステムの維持管理を行います。新た
に、TAC魚種の拡大、漁獲成績報告の電子化等に対応したシステム改修等を行いま
す。
２.クロマグロ等資源管理の推進
①クロマグロの漁獲抑制等に係る定置網の技術開発を支援します。
②クロマグロの管理体制の点検・指導等に係る経費を支援します。
③漁業者が行うIQ方式の導入に向けた課題の抽出と改善方策を検証する実証調査
に必要な経費を支援します。

３.資源管理指針・計画体制の高度化
資源管理計画等の高度化、評価・検証等に係る経費を支援します。
４.さけ・ます等栽培対象資源対策
①トラフグ等の広域種の資源造成効果の検証等に係る取組への支援やキンメダイ等の
種苗生産・放流に係る技術開発を行います。

②サケ稚魚の放流体制の転換を図る取組等を支援するとともに、放流後の減耗を回避
するための技術開発等を実施します。

ＥＥＺ内資源・漁獲管理体制強化事業

＜対策のポイント＞
漁獲可能量（ＴＡＣ）制度による太平洋クロマグロ等の資源管理を推進するため、管理体制の強化やＩＱ導入に係る実証調査等を実施するとともに、資
源管理指針・計画体制の推進、種苗放流の効果的な実施等により、漁業の実態や特性に合った形で資源管理の高度化を図ります。
＜政策目標＞
水産資源の回復

クロマグロ等資源管理の推進 管理体制の強化
・クロマグロの管理上の課題と解決策の提示
・管理技術指導方法の確立
・指導専門員による管理体制の周知及び点検

漁獲抑制技術の開発
・クロマグロの漁獲抑制等に係る定
置網の技術開発を支援（選別
網や逃避口の設置等）

ＩＱ方式の調査
・ＩＱ方式の導入に向けた実証調査

漁獲情報集計・管理等

• TAC魚種に係る漁獲情報の収集、並びに隣接国との協定に基づき我が国EEZ内に入漁
する外国漁船の入出域報告等の集計･解析、整理

• 情報システムの保守管理・改修
• TAC魚種の拡大、IQ制度の導入に対応したシステム改修
• 漁獲成績報告の電子化によるTACに基づく漁獲報告との統合

資源管理指針・計画体制の高度化

資源管理計画等の高度化、評価・検証
• 現行の資源管理指針・計画体制の着実
な実施に加え、 新たな資源管理の実施
に向けた計画の高度化を推進

効果の高い手法や対象魚種に重点化
・ 資源造成効果の検証
・ 放流の受益と負担の公平化
・ 新規栽培対象種の技術開発

さけ・ます等栽培対象資源対策
さけ・ます資源回帰率向上
・ 種苗生産能力に応じた放流体制への転換
・ 放流魚の回帰効果の調査・検証、技術普及
・ 放流後の減耗回避、健康性の高い稚魚育成
に係る技術開発

[お問い合わせ先] 水産庁管理調整課（03-3502-8452）
水産庁栽培養殖課（03-6744-2385）

【令和２年度予算概算決定額 1,102（ 1,205 ）百万円】

＜事業の流れ（カッコ内の数字は、上記の事業番号に対応）＞

国
委託

民間団体等
（１、４①、４②）

定額

国 協議会等
（２②、３）補助

定額、1/2

民間団体等
（２①、２③、４①、４②）

国

資源管理計画等の高度化に関する調査
・ 評価・検証に必要な科学データを収集
・ 改良漁具導入の実証調査・検討
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●政府間協定等に基づく民間協議支援事業
周辺諸国等との民間協議会、事故紛争防止指導・交渉

●国際漁業戦略的連携促進事業
専門家によるIUU漁業対策に資する情報の収集・分析・発信等

○日本漁船の
安全操業の確保

○水産資源の持続
的な利用の確保

国際的水産資源管理促進事業 【令和２年度予算概算決定額 402（-）百万円】

＜対策のポイント＞
・我が国周辺水域における操業トラブルの防止のための民間協議、事故紛争防止指導・交渉を支援します。
・IUU（違法・無報告・無規制）漁船等に関する情報収集・分析と発信のための取組を支援します。
・地域漁業管理機関（RFMO）によるかつお・まぐろ等の国際管理魚種の資源管理措置を履行するとともに、資源評価・管理に資する
正確なデータ収集を推進します。
＜政策目標＞
国際機関や二国間の漁業協力等を通じた国際的な資源管理の推進（対前年度増又は同数 平成30年度は96魚種 53協定）

［お問い合わせ先］水産庁国際課（03－6744－2364）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

VMSによる各船の操業位置等の情報収集・監視

漁獲成績報告書による漁獲・操業位置等の情報収集・分析・提供

漁獲証明制度、外国漁船漁獲物のDNA分析等による漁獲・輸入管理

取組

○RFMOが規定する資源管理措置や操業位置等の提出要求の増加
○資源管理措置の的確な実施、迅速かつ正確なデータ収集・提供

国 事業実施主体（民間団体等）
委託・補助（定額）

＜事業の流れ＞

●漁獲情報包括管理事業
資源評価に必要な漁獲情報の収集・分析

●操業管理・海外漁場調査分析事業
VMSによる操業監視、漁獲日報・陸揚げ検査

●輸入まぐろ類流通管理事業
漁獲証明制度・統計証明制度等による管理・集計・分析

●まぐろ類流通調査分析事業
外国漁船漁獲物を対象とした迅速なＤＮＡ分析、国内市場流通調査

●科学オブザーバー調査分析事業
科学オブザーバー育成、配乗・安全確保、科学情報の収集・分析・
管理

○事故の処理協議、
防止指導等

○地域コンサルタントによる情報
収集・分析・情報発信

○外国漁船による影響
拡大

○IUU漁業による水産
資源への悪影響

現状・課題 取組 効果

現状・課題

○漁獲・流通管理の実施及び正確なデータのRFMOへの提供
○科学的根拠に基づく的確な資源管理を我が国が主導

効果
科学オブザーバーに関する措置の実施とデータ提供
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漁業調整委員会等交付金 【令和２年度予算概算決定額 181（181）百万円】

＜対策のポイント＞
漁業調整委員会等が漁業法をはじめとする漁業関係法令に規定する漁業に関する事項を処理するために必要な委員会に要する経費の基礎的経費を交付
します（改正漁業法第159条（第173条準用規定）の規定による法律補助）。

＜政策目標＞
水産資源の回復

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03-3502-8476）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
○ 事業内容

漁業調整委員会等が漁業法をはじめとする漁業関係法令に規定する漁業に関
する事項を処理するために必要な委員に要する経費、会議費、漁業調整に関す
る調査及び資料の整備に要する経費の基礎的経費として交付を行います。

○ 補助対象
委員報酬、会議費、旅費、調査費等、委員会の漁業に関する事項を処理する
費用

○ 交付率
定額

○ 事業実施主体
都道府県

国 都道府県
交付金

＜交付先＞

漁
業
調
整

資
源
管
理

諮
問

意
見

漁業秩序
の維持

水
面
の
総
合
的
な
利
用

水
産
資
源
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保

全国６４の海区に海区漁業調整委員会
を、４７都道府県に内水面漁場管理委
員会を設置

海区漁業調整委員会
内水面漁場管理委員会

○○県 知事

国

交付金

委
員
会
指
示

漁
業
権
の
免
許
に
関
す
る
処
分

漁
業
調
整
規
則
の
制
定
・
改
廃
等
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＜事業の内容＞ ＜事業 イ メ ー ジ＞

１．資源管理等推進収入安定対策事業費
＜積立ぷらす＞
○ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場合に、漁業
者が拠出した積立金と国費により補塡します。（漁業者と国の積立金の負担割合
は１：３）
２．漁業共済資源管理等推進特別対策事業費
＜共済掛金の追加補助＞
○ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、共済掛金の上乗せ補助をします。
（国の補助は共済掛金の30％（平均）程度）
３．収入安定対策運営費
○ 事業を運営するために要する経費について補助します。

漁業収入安定対策事業 【令和２年度予算概算決定額 14,200（6,884）百万円】
（令和元年度補正予算額 21,100百万円）

＜対策のポイント＞
記録的不漁や台風等の災害が多発する中で、計画的に資源管理等に取り組む漁業者の経営を支えるため、漁獲変動等による減収を補塡します。
＜政策目標＞
漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和４年度まで］ ）

国

＜事業の流れ＞

定額

漁業共済組合
連合会

収入減少を補塡

積立ぷらすの
発動ライン

漁業共済の
発動ライン

収入変動

○ 積立方式（積立ぷらす）
・ 漁業者自身の積立と国費の積立（１：３相当）が
補塡原資

○ 保険方式（漁業共済）
・ 漁業者が支払った保険料が補塡原資。共済掛金に
上乗せ補助

漁業共済で
補填可能な
部分

自己負担部分

漁業者
１

国
３

平均70％程度

掛金の負担割合（模式図）
法定
補助金

(平均40％)
自己
負担

共済掛金の
上乗せ補助

漁業者

基準収入（※）

90%（原則）

100%

80%（原則）

減

収

収安
補助金

(平均30％)

※基準収入：個々の漁業者の直近５年の収入のうち、
最大値と最小値を除いた中庸３か年の平均値

［お問い合わせ先］水産庁漁業保険管理官（03-6744-2356）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
◯ 燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資金を積
立てます。
◯ 燃油については原油価格、 配合飼料については配合飼料価格が、一定の基準
を超えて上昇した場合に、漁業者や養殖業者に対し、補塡金が支払われます。
◯ 補塡金は、漁業者・養殖業者と国が１対１の割合で負担します（燃油につい
ては、国の負担割合を段階的に高めて補塡するほか、各加入者の判断に応じて、
加入者の積立金から付加補塡金が支払われます）。

１．補塡基準
補塡金は、四半期ごとに、当該四半期の原油又は配合飼料の平均価格が７中
５平均値※を超えた場合に交付されます。
※７中５平均値：直前７年間（84ヶ月分）の各月の平均価格のうち、高値12ヶ月分
と低値12ヶ月分を除いた５年（60ヶ月）分の平均値

２．急騰対策
燃油については、補塡基準価格を超えない場合でも一定期間に急激な上昇が
あった場合には補塡金が支払われるほか、各加入者の判断に応じて、加入者の積
立金から付加補塡金が支払われます。

燃油や配合飼
料がまた値上が
りしたらどうしよう。
不安だな。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成22年1月 平成24年1月 平成26年1月 平成28年1月 平成30年1月

漁業経営セーフティーネット構築事業 【令和２年度予算概算決定額 162（200）百万円】

＜対策のポイント＞
燃油や配合飼料の価格が上昇した場合にその影響を緩和するための備えとして、漁業者・養殖業者と国の拠出により、燃油・配合飼料価格が上昇したときに
影響を緩和するための補塡金を交付するセーフティーネットを構築します。
＜政策目標＞
漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和４年度まで］）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成22年1月 平成24年1月 平成26年1月 平成28年1月 平成30年1月

元年10月
168,741円/㌧

配合飼料価格
（円/トン）

27年６月
212,213円/㌧

26年６月
69,370円/kℓ

元年11月
42,450円/kℓ

原油価格
（円/kℓ） 原油の価格推移

24年10月
146,553円/㌧

28年１月
19,940円/kℓ

燃油や配合飼料価格の
高騰が長期間続いても
安心だね！

価
格

価格高騰の影響を緩和
＝補塡分

配合飼料の価格推移

＜事業の流れ＞

漁業者・養殖業者（一社）漁業経営安定化推進協会
定額

国
定額

［お問い合わせ先］ （漁業用燃油）水産庁企画課 （03-6744-2341）
（養殖用配合飼料）水産庁栽培養殖課（03-6744-2383）17



漁協経営基盤強化対策支援事業 【令和２年度予算概算決定額 246（279）百万円】

＜対策のポイント＞
漁協が経営基盤の強化を図るために行う広域合併や水産政策の改革に伴う新たな公認会計士監査導入等への対応を支援します。

＜政策目標＞
県域の合併（３県域［令和４年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国 民間団体等
融資機関等

コンサルタント等

基準金利等の1/2以内

定額

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］水産庁水産経営課（03-3504-8416）

１．経営基盤強化等支援事業 127（143）百万円
①経営基盤強化支援事業 24（22）百万円
○ 合併を予定している漁協等にコンサルタント等を派遣し、漁
協の事業・経営に関する現状分析と将来予測等を行い、事業
計画の作成を支援するとともに、新たに、理事向け研修テキスト
の編纂、普及を支援します。
②公認会計士監査導入等円滑化事業 103（121）百万円
○ 水産政策の改革に伴い、漁協系統に新たに導入されること
となった公認会計士監査等に円滑に対応できるようにするため、
公認会計士等を漁協等に派遣し、内部統制の整備等の取り組み
を支援します。

２．金融助成事業 116（133）百万円 ［融資枠 15億円］
○ 上記１により漁協等が取り組む経営基盤の強化等に必要な
資金への利子助成等を行います。
３．管理運営事業費 3（３）百万円
○ 事業実施主体に対して管理運営経費を助成します。

○ 広域合併をし
た漁協でも、経営
が改善していない
ところもあり、更な
る経営の効率化
が必要

漁協の現況

漁協の広域合併等による経営基盤強化や公
認会計士監査導入に向けた取り組みを支援

①経営基盤強化支援事業
○ 合併を予定している漁協等へコンサルタン
ト等を派遣し、合併計画の作成等を支援す
るとともに、新たに、理事向け研修テキストの
編纂、普及を支援します。

②公認会計士監査導入等円滑化事業
○ 水産政策の改革に伴い、漁協系統が公
認会計士監査等の導入等に円滑に対応で
きるようにするため、公認会計士等を対象
漁協等に派遣し、内部統制の整備等の取
り組みを支援します。

※ 経営基盤強化の取組等を具体化していく
ために必要な説明会、研修会等の開催につ
いても支援します。

上記１により漁協等が取り組む経営基盤の
強化等に必要な資金への利子助成等
（例）
広域漁協合併に伴う経理システム統合のた
めの経費

○ 漁業者の高
齢化、減少によ
り組合員が減少
し経営基盤が一
層脆弱化

方 向 性 事 業 ス キ ー ム

１ 経営基盤強化等支援事業
(定額)

２ 金融助成事業（1/2）

漁
協
の
経
営
基
盤
強
化
に
よ
る
漁
業
者
の
サ
ポ
┃
ト
機
能
の
強
化

○ 漁協の職員も
高齢化、減少が
進行

○ 広域合併の
促進

○ 業務体制の
効率化（施設、
支所等の統廃
合）

○ 収益性の向
上による経営基
盤の強化

○ 漁協等が、公
認会計士監査
等の導入に向け、
円滑に対応でき
るようにするため
の内部統制の
整備等の取組
に対するサポー
ト体制の強化

経営基盤
の強化

○ 公認会計士監
査の導入に向け、
漁協の内部統制
の整備等が必要
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水産金融総合対策事業
【令和２年度予算概算決定額 462（733）百万円】

＜対策のポイント＞
水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の両立を図るため、経営改善を目指す認定漁業者等に対し、利子助成、無担保・無保証人及び保証料助
成措置等の金融支援を集中的に実施します。

＜政策目標＞
○漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合の増加（90％［令和４年度まで］）
○漁業者への資金融通の円滑化により設備投資を促進し、漁業者の経営発展を支援

［お問い合わせ先］水産庁水産経営課（03-3502-8418）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業経営基盤強化金融支援事業 82（96）百万円
○ 認定漁業者等の負担する金利相当額を助成します。
２．漁業関係資金利子助成事業 52（87）百万円
○ 過年度に融資を受けた認定漁業者等の負担する金利相当額を助成します。
３．漁業経営維持安定資金利子補給等補助金 ４（５）百万円
○ 融資機関からの借入れに利子補給することにより中小漁業者の負担金利を低減します。
４．漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給事業 ５（６）百万円
○ 融資機関からの借入れに利子補給することにより認定漁業者の負担金利を低減します。
５．漁業者保証円滑化対策事業 145（194）百万円
○ 無担保・無保証人による融資・保証を推進するとともに、保証料を助成します。
６．中小漁業関連資金融通円滑化等事業 2（0.1）百万円
○ 過年度に漁業信用基金協会が行った保証に係る代位弁済経費を助成します。
７．漁業信用保険事業交付金 172（345）百万円
○ （独）農林漁業信用基金に交付金を交付し、保険料を軽減します。

国 民間団体等
補助

＜事業の流れ＞

定額、1/2、2/5

無担保・無保証人化

保険料引下げ

利子助成利子補給

保証料助成

（独）農林漁業信用基金

融資機関

漁業信用基金協会

認定漁業者等

貸
付 返

済

保
証
料

債
務
保
証

保
険
料

保
証
保
険

19



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．共済掛金国庫補助の対象
○ 漁業共済事業において、漁業者が支払う共済掛金の一部を国庫補助します。
（漁業災害補償法第195条及び第195条の2）

２．国庫補助率
○ 漁業災害補償法第195条及び第195条の2に規定する国庫補助率です。

３．交付方法
○ 共済掛金国庫補助金は、漁業者が漁業共済組合に支払う共済掛金の一部に
充てるため、再共済事業を行う全国漁業共済組合連合会に交付します。
漁業者からは、共済掛金国庫補助金を差し引いた共済掛金を徴収します。
○ 国が全国漁業共済組合連合会に交付する共済掛金国庫補助金と全国漁業
共済組合連合会が国に支払う保険料とを相殺して、差額を全国漁業共済組合
連合会に交付します。（漁業災害補償法第196条）

漁業共済 共済掛金国庫補助金 【令和２年度予算概算決定額 10,297（9,963）百万円】

＜対策のポイント＞
漁業者が支払う共済掛金の一部を国庫補助することにより、漁業者の経済的負担が軽減され、漁業再生産の確保と漁業経営の安定が実現するとともに、
共済加入の拡大を図り、漁業共済制度の健全かつ円滑な運営を確保します。
＜政策目標＞
漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和４年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁漁政部漁業保険管理官（03－6744－2354）

＜事業の流れ＞

令和元年度推定共済金額
（30年度加入実績を基に推定）

漁業は、自然環境や漁業資源の
変動などによる影響を受けやすい
産業であり、漁業者の収入変動の
リスクは大きい。
災害などの異常事象は特定の地域
に集中的な被害を及ぼすことが多く、
保険リスクは非常に大きい。

漁業共済は、漁獲金額が不漁等に
より減少した場合の損失等、異常事
象や不慮の事故によって受けることの
ある損失を補償する公的保険制度。
保険の原則から、事故が発生すれ
ば危険率が上がり高い共済掛金率が
設定される。

共済掛金の一部を国庫補助するこ
とにより、漁業者の掛金負担の軽減を
図り、集団的な共済加入を促進。
漁業者の再生産の確保と経営安定
に重要な役割を果たしてきたところ。

✕
純共済掛金率

（30年度加入実績を基に算出）
✕

国庫補助率
（法第195条、第195条の２）

共済掛金国庫補助金の算出

国
(一般会計)

漁済連

共済掛金国庫補助金

保険料

国
(特会)

会計間繰入

再共済掛金

相
殺

漁業者漁業共
済組合

共済掛金
漁業者

漁協
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁業担い手確保・育成事業
○ 漁業学校等で学ぶ者に就業準備資金を交付するとともに、通信教育等の学習
プログラムを通じた夜間・休日の受講を支援します。

○ 就業希望者への就業相談会の開催等、就業情報の提供等を支援します。

○ 新規就業者の定着促進のため、漁業現場での長期研修の仕組みについて、新
たに独立・自営経営の起ち上げに向けた実践型研修を支援します。

○ 若手漁業者の収益力向上のため、経営・技術の向上を支援します。

２．水産高校卒業生を対象とした海技士養成事業
○ 海技士資格習得のための履修コースの運営を支援します。

１．国内人材確保に向けた支援

２．海技士資格取得の支援

漁業人材育成総合支援事業 【令和２年度予算概算決定額 691（796）百万円】
（令和元年度補正予算額（漁業担い手確保緊急支援事業） 100百万円）

＜対策のポイント＞
漁業・漁村を支える人材の確保・育成を強化するため、漁業への就業前の者に対し資金を交付するほか、新たに漁業現場での研修最終年に実践型研修を
行う研修生への資金の交付を含む長期研修の実施、海技士免許等の資格取得及び漁業者の経営能力の向上等を支援します。
＜政策目標＞
毎年2,000人の新規就業者を確保

＜事業の流れ＞

国
漁業者・漁協等

研修生

定額
定額

民間団体等

定額 ［お問い合わせ先］（１の事業）水産庁企画課 （03-6744-2340）
（２の事業）水産庁研究指導課（03-6744-2370）

就業準備資金の交付（最
大150万円、最長2年間）

就業相談会の開催等
（漁業への新規参入促進）

長
期
研
修

経営・技術の向上

就
業
前

担
い
手
と
し
て
定
着

※海技士免許取得に必要な乗船履歴を短期で取得するコース

就
業
後

夜間・休日等
の学習支援

受講生募集 乗船実習コース 海技士の受験資格を取得

雇
用
型

雇用型 漁業経営体への就業を目指す
最長１年間※、最大14.1万円/月を支援

幹 部
養成型

沖合・遠洋漁船に就業し、幹部を目指す
最長２年間※、最大18.8万円/月を支援

独
立
型

独立・自営を目指す
最長３年間※、最大28.2万円/月を支援

※就業準備
資金の交付
期間が１年
以下の場合、
長期研修の
研修期間を
最長１年間
延長可能

実践型〔水揚目標等を定めた経営計画の実証〕
研修最終年の実践研修経費を交付
最長1年間、最大150万円/年
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漁業労働安全確保・革新的技術導入支援事業 【令和２年度予算概算決定額 28（29）百万円】

［お問い合わせ先］（１）水産庁企画課 （03-3592-0731）
（２）水産庁研究指導課（03-6744-2031）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁船安全対策推進事業 ８（８）百万円
○ 安全操業や航行について知識を有する安全推進員等の養成や安全推進
員等への取組のフォローアップ調査に基づく改善指導、労働安全改善モデル
事例の情報発信等を支援します。

２．遊漁船安全対策推進事業 10（７）百万円
○ 遊漁船業の事故分析、遊漁船業者等の安全講習会及び現場での安全指
導を支援します。また、遊漁者による漁場の環境保全活動及び普及啓発を
支援します。

３．水産業革新的技術導入・安全対策推進事業 10（14）百万円
○ 漁船において、地球温暖化やオゾン層破壊の原因とならない自然冷媒による
超低温冷凍システムの開発を進めるため、実証試験等を支援します。

＜対策のポイント＞
・漁船の災害発生を減少させるため、漁業者の安全対策への意識の醸成を図りながら、安全推進員等の養成や安全推進員等への取組のフォローアップ
調査に基づく改善指導等を行います。
・遊漁船の事故発生を減少させるための遊漁船業の事故分析、遊漁船業者等の安全講習会、現場での安全指導及び遊漁者による漁場の環境保全
活動等を行います。
・自然冷媒による超低温冷凍システムの開発を支援します。

＜政策目標＞
・漁船の事故隻数（662隻［平成23～27年平均］→587隻未満［令和2年］）
・遊漁船の事故隻数（72隻［平成23～27年平均］→64隻未満［令和2年］）

国
定額

民間団体等

＜事業の流れ＞

水産業の抱える様々な課題
○漁業は海上労働の中で最も危険性が高いが、漁業者等の安全意識が希薄
○漁業者の減少・高齢化による労働力不足が進行
・漁業や養殖業には、今なお様々な過酷な重労働・長時間作業の現場が多
数存在。

「 働 き 方 改 革 」 に 資 す る 安 心 ・ 安 全 な 漁 業 を 実 現

漁 業 就 業 者 を 確 保 し 、 地 域 の 水 産 業
の 成 長 産 業 化 に 寄 与

・漁船安全対策推進事業
・遊漁船安全対策推進事業
・水産業革新的技術導入・安全対策推進事業

安全対策の推進と革新的な技術の導入
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漁業構造改革総合対策事業 【令和２年度予算概算決定額 2,984（ 5,109 ）百万円】
（令和元年度補正予算額 2,091百万円）

＜対策のポイント＞
漁業所得の向上と年齢バランスのとれた就業構造を実現するため、高性能漁船の導入等や大規模沖合養殖システムの導入等による収益性向上や、水産基
本計画に沿った居住性・安全性・作業性の高い漁船の計画的・効率的な導入手法等の実証の取組を支援します。
＜政策目標＞
収益性の高い操業・生産体制への転換等を促進するための実証に取り組む地域における償却前利益の確保（80％以上［令和6年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課（03-6744-0205）
水産庁栽培養殖課（03-6744-2383）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁業改革推進集中プロジェクト運営事業
○ 漁獲から流通に至る操業・生産体制を改革し、収益性向上等を図る改革計画
の策定等を支援します。

２．漁業構造改革推進事業（もうかる漁業創設支援事業等）
○ 資源管理や漁場環境改善に取り組む漁業者の新しい操業・生産体制への転換
等を促進するため、高性能漁船の導入等や大規模沖合養殖システムの導入等
による収益性向上や、水産基本計画に沿った居住性・安全性・作業性の高い漁
船の計画的・効率的な導入手法等の実証の取組を支援します。

改革計画の策定

漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者、造船業者、行政等が一体となり、地域
の漁業・養殖業の収益性向上等を図る改革計画を策定

改革型高性能漁船

◌ 省エネ船型／推進機関
◌ 省力型漁労機器
◌ 高鮮度保持魚倉
◌ 高機能冷凍設備 等

労働環境改善型漁船

◌ 居住性・安全性・作業性
の高い漁船

◌ 資源管理型漁労機器
◌ 船内インターネット環境 等

大規模沖合養殖システム

◌ 耐波浪性大型養殖施設
◌ 省力・省人化給餌施設
◌ 漁場環境・生産情報モニ
タリングシステム 等

もうかる漁業創設支援事業の実施（漁船漁業の場合）

漁業協同組合等が認定改革計画に基づく収益性向上等の実証事業を実施

国 特定非営利活動法人
水産業・漁村活性化推進機構 漁業協同組合等

・用船料等相当額（1/3以内等）
・運航経費

定額定額

＜事業の流れ＞

水揚金
人件費、燃油費、えさ代、
氷代、魚箱代、その他の
資材費、販売費 等

<運航経費>

漁船減価償却費、漁具等
減価償却費、消耗品費、
修繕費 等

<用船料等
相当額>

用船料等相当額の1/3以内等を補助

基金に返還

返還は不要

基金から助成
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．浜の活力再生プラン推進等支援事業
○ 浜プランの着実な推進を図るため、漁村女性の経営能力の向上や女性を中心
としたグループによる実践的な取組、漁業等への参入を希望する企業等と漁
村地域とのマッチング等を支援します。

２．水産業強化支援事業
○ 漁業所得の向上を図るため、共同利用施設の整備、コスト削減・作業の軽労化
等水産業のスマート化を推進する取組に必要な施設・機器の整備、産地市場
の統廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去やプラン策定地域に
おける密漁防止対策等について支援します。

浜の活力再生・成長促進交付金 【令和２年度予算概算決定額 2,004（5,365）百万円】
（参考：令和元年度補正予算額（水産業競争力強化緊急事業のうち水産業競争力強化緊急施設整備事業） 4,000百万円）

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-6744-2391）

＜対策のポイント＞
漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラン）」の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けられた共同利用施設の整備、密漁防止
対策、浜と企業の連携推進、水産業のスマート化の推進等の取組を支援します。
＜政策目標＞
浜の活力再生プランを策定した漁村地域における漁業所得向上（10％以上［取組開始年度から５年後まで］）

・地域自ら策定する「浜の活力再生のための行動計画」
・漁業所得10%以上向上させることが目標

浜の活力再生プラン（浜プラン）

１．浜の活力再生プラン推進等支援事業

２．水産業強化支援事業
＜ハード事業＞
・漁業収益力や水産物流機能の強化のための共同利用施設等の整備を支援
・産地市場の統廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去を支援
・種苗放流、環境整備等水産資源の増大のための施設の整備を支援
・漁港漁場の機能高度化、漁業地域の防災減災等に必要な整備を支援
・産地市場の電子化や生産コストの削減、作業の軽労化等に必要な施設・機器の整備を支援

＜ソフト事業＞
・漁場の利用調整、密漁防止対策、境界水域における操業の管理徹底等を支援
・内水面の調査指導、生産履歴の記録等の取組を支援
・地域資源の活用推進、災害の未然防止、被害の拡大防止、ハザードマップ作成等を支援

課題 検討 プラン作成 実践

1/2,4/10,1/3等国

都道府県

交付（定額,1/2）

＜事業の流れ＞

民間団体等

事業実施主体
交付

（１の事業）

＜以下の事業により、浜プランの推進を支援＞

（２の事業）

荷さばき施設 種苗生産施設 津波避難タワー鮮度保持施設
荷受け情報の電子化
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水産業成長産業化沿岸地域創出事業 【令和２年度予算概算決定額 10,008（10,008）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 漁村地域で地域委員会を立ち上げ、地域の沿岸漁業者自らが適切な
資源管理と収益性の向上を両立させた「地域水産業成長産業化計画」
を策定し、各県単位の審査会の承認を受けることにより、その目標達成に
必要な漁船、漁具等についてリース方式による円滑な導入を支援します。

［補 助 対 象］漁業協同組合等が計画に基づき導入する漁船、漁具等
［配分上限額］補助対象ごとに設定

＜対策のポイント＞
水産政策の改革により、持続的な漁業の実現のため資源管理が導入されることを踏まえ、収益性の向上と適切な資源管理を両立させる浜の構造改革に取
り組むため、漁業者自らが策定した計画に基づき、沿岸漁村地域において必要な漁船、漁具等のリース方式による導入を支援します。
＜政策目標＞
当該計画に取り組む漁業者の漁業所得向上（５年間で10％以上）

国 事業主体

定額、1/2

＜事業の流れ＞

地域委員会（漁業者、漁協、流通・加工、行政等で構成）

「地域水産業成長産業化計画」の策定
・ 地域重要魚種の資源管理の推進
・ 意欲と能力のある経営体への協業化
・ 漁場利用の再活性化
・ 漁獲物の付加価値化、販路拡大
・ 浜を持続するための年齢構成への転換 等
による浜全体の収益性向上

計画申請

計画承認

成
長
産
業
化
審
査
会

（
都
道
府
県
単
位
）

計画に基づく基幹的生産設備等の導入・更新

資源管理の取組を推進しつつ、収益性の向上を目的とした例

省力化・コスト削減

高船齢漁船の更
新、定置網モニタリ
ングシステムの導入

海水冷却装置、保
冷機能を強化した
魚槽、活魚水槽の
導入

漁獲物の品質・付
加価値向上

協業化等による経
営効率化

協業化・グループ化
による操業体制の
確立、共同運搬船
の導入

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立する漁村地域を創出

十分な作業スペー
スを確保した漁船、
新規就業者のため
の漁船の導入

労働環境改善、
新規就業者参入

民間団体等 漁業者

漁船等の
リース

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課（03-6744-2031）25



【令和２年度予算概算決定額 317（402）百万円】

＜対策のポイント＞
国が策定する生産から販売・輸出に至る総合戦略に基づき、国内外の需要を見据えた養殖業の成長産業化を実現するための関係者の取組への支援、低
コスト・高効率飼料等の開発など、養殖生産の三要素である餌、種苗、漁場に関するボトルネックの克服等に向けた技術開発・調査を実施します。
＜政策目標＞
主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の増加（1,739千トン［令和４年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-3502-0895）
水産庁研究指導課（03-3591-7410）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．戦略的養殖品目総合推進事業
○ 養殖業の成長産業化を実現するための関係者の取組や総合戦略に応じた具
体的行動計画の策定に必要な情報の調査・分析・検討等を支援します。

２．養殖業成長産業化技術開発事業
○ 生産コストの削減を図るために、養殖対象種の消化生理に基づいた低価格・高
効率飼料の開発、純国産魚粉代替原料の生産技術の開発等を行います。

○ 市場で高い評価を受ける養殖対象種の生産性向上に必要な生産技術の高度
化や優良系統の作出等を行います。

○ 輸出拡大に必要な養殖魚類等の品質保持技術の実用化に向けた技術開発
等を行います。

３．養殖業成長産業化環境整備事業
○ 地下海水を活用した陸上養殖適地、サケ・マス類の海面養殖に必要な淡水にお
ける種苗生産適地の調査等を行います。

委託

民間団体等

戦略的養殖品目総合推進事業【補助事業】

優良種苗開発等養殖生産高度化対策

養殖魚加工流通対策

生産コスト削減を図るため、
 養殖対象種の消化生理に基づく低価格・高効率飼料を開発
 水素細菌を原料とする純国産魚粉代替飼料の生産技術を開発

生産性を向上させるため、
 サケ・マス類等の生産技術を高度化
 サケ・マス類、ハタ科魚類等の優良系統を作出

養殖適地を確保するため、
 地下海水を活用した陸上養殖適地の調査を実施
 サケ・マス類の海面養殖に必要な種苗生産適地の

調査等を実施

 総合戦略（仮称）に基づく連携や具体的な
行動計画の策定等を支援

 日本真珠の競争力強化のための協議会開催
や品質基準策定等を支援

輸出拡大を図るため、
 養殖魚類等の

褐変防止技術を開発

陸上養殖施設の例

時間経過で
血合が褐色に

商品価値が
低下

トラウトサーモン（海産ニジマス）

課題

飼餌料コスト低減対策

褐変防止
技術開発

養
殖
業
の
成
長
産
業
化

【餌】

 生産コストの大
半が飼餌料代

 配合飼料価格
が高価かつ不
安定

【種苗】

 優良な系統の
開発等が進ん
でいない

【漁場】

 日本には養殖
可能な静穏水
域等が少ない

課 題 養殖業成長産業化技術開発事業【委託事業】

養殖業成長産業化環境整備事業【委託事業】

国
民間団体等

定額

＜事業の流れ＞

（１の事業）

（２，３の事業）

養殖業成長産業化推進事業
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漁業構造改革総合対策事業のうち養殖業成長産業化枠
先端的養殖モデル地域の重点支援 【令和２年度予算概算決定額 2,984（5,109）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
輸出を視野に入れた、養殖業の成長産業化に向けて、戦略的養殖推進モデル地区の指定、新養殖システムの技術認定等を含む戦略的養殖推進行動計
画に基づいた、大規模沖合養殖システムの導入や新技術を用いた協業化の促進等による収益性向上のための実証等の取組を支援します。
＜政策目標＞
収益性の高い操業・生産体制への転換等を促進するための実証に取り組む地域における償却前利益の確保（80％以上［令和６年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-6744-2383）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 戦略的養殖推進モデル地区の指定、新養殖システムの技術認定等を含む戦略的養殖推進行動計画を策定し
先端的養殖モデル地域等を重点化

◯ 養殖業者や漁業協同組合、流通・加工業者、養殖用餌製造業者、行政等が一体となって地域の養殖業の
改革計画を策定

◯ 改革計画は戦略的養殖成長産業化計画の重点化分野を優先的に採択
大規模沖合養殖システム

◌ 耐波浪性大型養殖施設
◌ 省力・省人化給餌施設
◌ 漁場環境・生産情報モニタリングシステム 等

新技術活用協業化

◌ 高成長養殖手法
◌ 経営統合を念頭に置いた協業化（漁場集約、
資材の協同調達、統一販売戦略等）等

改革計画の策定

漁業構造改革推進事業（養殖業成長産業化枠）

戦略的養殖品目総合推進事業
国

特定非営利活動法人
水産業・漁村活性化
推進機構

漁業協同組合等 （２の事業）

定額

＜事業の流れ＞

１．漁業改革推進集中プロジェクト運営事業
○ 養殖生産から流通に至る生産・販売体制を見直し、地域の養殖業の収益性の
向上を図る改革計画の策定等を支援します。

２．漁業構造改革推進事業（養殖業成長産業化枠）
○ もうかる漁業の仕組みを活用して、大規模沖合養殖システムの導入や新技術を
用いた協業化の促進等による収益性向上の実証の取組を支援します。

（関連事業）戦略的養殖品目総合推進事業
○ 養殖業の成長産業化に向けた生産から販売・輸出に至る総合戦略に応じた具体的行
動計画を策定し、その中で戦略的養殖推進モデル地区の指定や新養殖システムの技術
認定を行います。 もうかる漁業創設支援事業の実施

◯ 漁業協同組合等が改革計画に基づく収益性向上等の実証事業を実施
基金からの支
援額は養殖生
産物の販売代
金で返還

ICT等の活用

補助金

（支援内容）
● 実証事業に必要な事業費（償却費、人件費、餌代、種苗代等養殖生産に
必要な経費）を基金及び補助金（事業費の1/5以内相当）で支援

● 基金による支援は事業終了後、養殖生産物の販売代金で返還

事業経費

基金

定額

（１の事業）民間団体等

定額
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．やるぞ内水面漁業活性化事業
○ 広域的な内水面漁場管理や内水面漁業活性化の方策を総合的に検討すると
ともに、内水面漁場管理のモデルとなる先進的な取組を支援します。

２．内水面水産資源被害対策事業
○ 内水面漁業者が行うカワウ・外来魚駆除活動等を支援します。また、ドローン等
を活用した低コスト・効率的な内水面水産資源被害防止のための技術開発を推
進します。

３．ウナギ等資源回復推進事業
○ 持続可能な鰻養殖を推進するため、養鰻業者等が行う資源管理のための取組
を支援します。

○ 河川における資源回復を図るため、内水面漁業者が行う生息環境改善の取組
を支援するとともに、ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証及び
資源回復に寄与する親ウナギの育成・放流手法の検討等を実施します。

○ シラスウナギのトレーサビリティ手法の確立を図ります。

内水面漁場・資源管理総合対策事業 【令和２年度予算概算決定額 811（815）百万円】

＜対策のポイント＞
内水面漁業・養殖業の振興のため、内水面漁場を有効かつ効果的に活用する体制の検討と、ウナギ等の内水面資源の回復と適切な管理体制の構築を推

進します。
＜政策目標＞
主な栽培対象魚種及び養殖業等の生産量の増加（1,739千トン［令和４年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-3502-8489）
水産庁研究指導課（03-3502-0358）

国
民間団体等

定額、3/4、1/2
＜事業の流れ＞

※ ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証のみ

１．内水面漁場の効率的な管
理手法確立と全国展開

２．内水面漁場の有効活用を
阻害する要因の低減

３．ウナギ等内水面資源の緊急的な回復
参考：ＩＣＴを活用した漁場監視の例

ドローンによる
カワウ対策技術開発

オオクチバス
の駆除活動

カワウの
駆除活動

親ウナギの
育成・放流手法の検討

シラスウナギ
人工種苗生産

シラスウナギ
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ確立

生息環境改善
（石倉増殖礁）

内水面水産資源の回復・安定供給の実現

委託
※

民間団体等
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．資源回復に向けた種苗生産・放流
○ トラフグ等の広域種の資源造成効果の検証及び適切な放流費用負担の仕組
み作りを支援します。

○ 資源回復に向けて漁業者からのニーズの高いキンメダイやアマダイ等の種苗生
産・放流技術の開発を行います。

２．さけ・ます資源回帰率向上
○ ふ化場の種苗生産能力に応じた適正な放流体制への転換を図る取組を支援
します。また、放流魚の回帰効果を調査・検証するとともに、得られた技術を広く普
及する取組を支援します。

○ 放流後の河川や沿岸での減耗を回避するための技術開発や厳しい環境条件
下でも生き残る健康性の高い種苗の育成手法の開発、効率的で持続的なふ化
放流事業を構築するための手法の開発を行います。

さけ・ます等栽培対象資源対策 【令和２年度予算概算決定額 525（573）百万円】

＜対策のポイント＞
種苗生産・放流・育成管理等について、資源管理の一環として実施し、若齢魚の漁獲抑制を行う取組とも連携しつつ、資源造成・回復効果の高い手法や対
象魚種の重点化を図るとともに、さけ・ますの回帰率の向上に必要な種苗生産能力に応じた放流体制への転換等の取組を支援します。
＜政策目標＞
主な栽培対象魚種及び養殖業等の生産量の増加（1,739千トン［令和４年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-6744-2385）

国
民間団体等

定額、1/2
＜事業の流れ＞

民間団体等
委託

アマダイキンメダイ

〈種苗放流による資源造成〉

〈新規栽培対象種の技術開発〉

〔資源造成〕
資源造成・回復効果の高い手法

放流の受益と負担の公平化

〔現状〕 効
果
の
高
い
手
法
・

対
象
魚
種
に
重
点
化

低密度飼育へ

〈サケ稚魚の放流体制の転換〉

〈ふ化放流技術の開発〉

放流後の減耗回避

健康性の高い
稚魚育成

回
帰
率
の
向
上

資

源

造

成

・

回

復

※若齢魚漁獲抑制のための
とも補償

(相互扶助漁獲支援事業で
対応)

29



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．資源・漁獲情報ネットワーク構築事業

○ 環境DNA解析を開発・導入して資源変動と環境変化の因果関係の解析を可能と
するとともに、沿岸漁船にICT機器を搭載して効率的に操業・環境データを収集・蓄
積し、資源評価に活用する体制整備を推進します。

○ 全国の市場に蓄積する水揚げデータ等を一元的に集約するシステムを導入し、資
源評価に活用するためのデータベースを構築します。

２．ICTを利用した漁業技術開発事業
○ 沿岸漁業において、経験が少ない漁業者でも容易に漁場到達できるシステムを導
入し、沿岸の漁場予測情報を実証・拡大します。

３．スマート水産業推進基盤構築事業
○ 資源評価・管理の高度化を図りつつ、生産性向上に資するため、生産から流通に
わたる多様な場面で得られたデータの連携・共有・活用を可能とする「水産業データ
連携基盤」を構築します。

○ 「スマート水産業」の取組を推進するため、産学官の協議の場を組織・運営します。

スマート水産業推進事業 【令和２年度予算概算決定額 457（511）百万円】

［お問い合わせ先］（１、３の事業）水産庁漁場資源課（03-6744-2377）
（２の事業） 水産庁研究指導課（03-3591-7410）

＜対策のポイント＞
ICT機器を活用し、漁業者等から効率的に環境・操業・水揚げデータ等を収集・活用して資源評価の高度化を図る体制を整備します。また、経験と勘に
頼っていた漁船漁業においてICTを活用し漁場の見える化を推進します。併せて、これらの取組を含め、生産から流通にわたる多様な場面で得られたデータの
連携・共有・活用を可能とし、資源評価・管理の高度化に資する水産業データ連携基盤を構築し、スマート水産業の取り組みを推進します。
＜政策目標＞
○ 資源評価対象魚種の拡大（50種［平成30年度］→200種程度［令和５年度まで］）
○ 経験が少ない漁業者でも漁場到達できるシステムを確立（10県以上［令和３年度まで］）
○ 連携基盤の有効活用事例（10事例以上［令和３年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
委託

○充実したデータに基づく資源評価を実施して適切な数量管理の実現に繋げます。
○先端技術の開発・導入を推進して操業の効率化・低コスト化を図ります。
○資源評価・管理の高度化に資する水産業データ連携基盤を構築します。

水産業データ
連携基盤

漁業の成長産業化に向けた水産資源管理

産地市場が
所有するシステム等

データの
提供

データの
提供

データの
提供

データの
活用

データの
活用 データの

活用
漁業・養殖業者

環境・操業データの取得 資源評価の精度向上
資源評価対象魚種の拡大
適切な数量管理の実現

公的機関・試験研究機関

水揚げデータの取得

生産活動の省力化
操業の効率化

漁獲物の高付加価値化
養殖業の生産性の向上

資源評価・管理の
高度化と

水産業の課題解決
産学官の協議の場

検討

スマート化

・漁場形成予測技術の開発・普及
・漁場環境計測機器の開発

・タブレット等のＩＣＴ機器の活用

資源・漁獲情報
ネットワーク
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水産バリューチェーン事業 【令和２年度予算概算決定額 792（1,193）百万円】
（令和元年度補正予算額（水産物輸出拡大連携推進事業） 200百万円）

＜対策のポイント＞
産地水産加工業の中核的人材育成や浜プランとも連動した生産性向上の取組を支援するほか、生産・加工・流通・販売が連携しマーケットニーズに応える
バリューチェーンの構築を支援します。また、漁獲から加工・流通段階までの漁獲情報等を伝達する漁獲証明システムの開発・実証等を行います。
＜政策目標＞
魚介類（食用）の消費量の増加（46.4kg/人年［令和９年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-3502-8203）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．バリューチェーン連携推進事業
○ 生産と加工・流通が連携し水産バリューチェーン全体で生産性を向上させる取
組を一体的に支援します。また、漁獲情報等を改ざんへの耐性が高い状態で伝
達・証明するシステムの開発・実証等を行います。

２．流通促進・消費等拡大対策事業
○ 加工・流通業者等が、加工原料を新たな魚種に転換する取組や単独では解決
困難な課題を連携して対処する取組、輸出を促進する取組を支援します。あわ
せて、消費者への魚食普及、国産水産物・加工原料の安定供給を支援します。

３．産地水産加工業イノベーションプラン支援事業
○ 個々の加工業者だけでは解決困難な課題に対応するため、産地の水産加工業
の中核的人材育成に必要な専門家の派遣、研修会開催等を支援します。また、
関係機関や異業種と連携して課題解決に取り組むための計画の検討・作成を支
援します。

（関連対策）
○ HACCPに基づく衛生管理に関する研修・現地指導や生産海域等のモニタリン
グの取組を支援します。また、対EU･HACCP認定施設の指導・監視を行います。

＜事業の流れ＞

国
民間団体

漁業者団体等
定額、1/2定額

委託、定額、1/2以内

民間団体

沖合漁業

養殖業

沿岸漁業

物流

外食・給食・小売等

生産と加工・
流通の連携

高鮮度保持等
加工機器導入

EU・HACCP
への対応

魚
食
普
及

販
路
拡
大

産地加工業者

漁獲証明書
の発給

加工原料の
転換

加工・流通生産 販売・輸出 消費者

浜活交付金により、浜プランに位置付
けられた共同利用施設の整備等（漁
業者と連携した取組等）を支援

中核的人材等

漁獲
情報加工
流通
情報

漁獲
情報 漁獲

証明
書

輸出先国

漁獲
情報加工
流通
情報
販売
情報

漁獲証明漁獲証明漁獲証明

異業種商工会議所等
関係機関

協業化等イノベーションＰＬＡＮ
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水産物流通調査事業 【令和２年度予算概算決定額 68（75）百万円】

＜対策のポイント＞
〇 漁業者等の水産関係者向けに水産物の流通（需給・価格等の動向）に関する情報を収集・発信します。
〇 金融機関等が水産業経営体に資金を融通しやすくするための水産業における事業性評価のガイドラインの策定等を通じ事業性評価の実施を促進します。
＜政策目標＞
〇 水産物の安定供給と水産業の健全な発展（魚介類（食用）の消費量：46.4kg/人年［令和９年度］）
〇 漁業経営の体質強化・活力ある漁業生産構造の確立（漁業収入安定対策事業加入漁業者による漁業生産の割合：90%[令和４年度]）

［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-3502-4190）
水産庁水産経営課（03-6744-2383）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産物流通情報収集・発信事業
○ 水産物の需給・価格等の動向に関する情報（主要漁港における主要品目の
水揚量、卸売価格や用途別出荷量、冷凍水産物の在庫量）を継続的かつ全
国統一的に収集・整理し、ウェブサイトへの掲載等によって漁業者等の水産関係
者が活用できるようにします。

２．水産業収益力評価・金融円滑化事業
〇 金融機関等が漁業・水産加工業経営体に資金を融通しやすくするための水産
業における事業性評価のガイドライン及び事業性評価書のモデルの策定を通じて、
事業性評価の実施を促進し、水産業の収益力を強化し、水産業の成長産業化
を目指します。
（対象）漁船漁業・水産加工業

国 民間団体等
委託

報告

＜事業の流れ＞

委託先：民間団体
データの収集・取りまとめ・調査分析等

漁 業 者 市場関係者

加 工 ・ 流 通 業 者

産地市場、
冷蔵・冷凍業者

小 売 業 者 消 費 者

水産物の需給・価格等の動向に関する情報をウェブサイト等で発信

1.水産物流通情報収集・発信事業

情報発信専用サイト

情報提供依頼
報告

水産業経営体
・水産業者の経営意識の向上
・適確な経営判断
・漁業者の収支改善
・IQ導入・コスト削減等へ
事業転換等による柔軟な対応を可能に

事業性評価のためのガイドラインの策定

水産業者への事業性評価の実施を促進

事業性評価ガイドライン策定事業

モデルとなる事業者を選定しガイドラインに基づ
く事業性評価書を作成し、効果検証・横展開

事業性評価フィージビリティ調査事業

金融機関
・水産業の適切なリスク評価
・事業性・無形資産の評価
・低労力で査定可能に
→水産業への融資促進

水産業への
融資増大

２.水産業収益力評価・金融円滑化事業
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．国際的に通用する規格・認証に係るガイドライン等の作成

認証規格を分かりやすく解説する、事業者向けの漁法・養殖方法・魚種
別のガイドライン等を策定します。

２．水産エコラベルの認知度向上に向けた取組
- 国際機関等への働き掛け
- 認証取得者の持続可能性に配慮した取組の紹介
- イベント（説明会、展示会・見本会等）の開催・出展
- 国内の水産エコラベル認証水産物を直接世界に情報発信するグランド
ミーティングの開催

３．水産エコラベル認証取得の促進に向けた取組
- 認証取得を希望する事業者向けコンサルティングの実施
- 認証審査員等向け研修会の開催

日本発の水産エコラベル普及推進事業 【令和２年度予算概算決定額 36百万円】
＜対策のポイント＞
水産資源の持続的利用に対する国際的な関心の高まりへの対応や水産物輸出の増加を図るため、資源管理や環境配慮への取組を証明する水産エコラベル
について、我が国の実態に応じた日本発の水産エコラベル認証を国内外に普及するとともに、国際取引を含めた水産エコラベルの活用による国産水産物消費
拡大の取組を推進します。

＜政策目標＞
・日本発の水産エコラベルの生産段階認証の認証数（150件［令和４年度まで］）
・農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

［お問い合わせ先］水産庁企画課（03-3592-0731）

国 民間団体等

定額

＜事業の流れ＞

水産エコラベル認証の普及

日本発の水産エコラベルの推進

国

産

水

産

物

の

消

費

拡

大

・我が国の実態に応じたガイドライン策定

（例）エビ養殖用、店内加工用 等

・国際機関等との連携

・イベント開催・出展

・グランドミーティングの開催
- パネルセッション、商談会等

・コンサルティングの実施

・認証審査員の増加

国内外の認知度の向上 認証取得の促進

マ
リ
ン
・
エ
コ
ラ
ベ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
の

ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
貼
付
さ
れ
た
商
品

水産エコラベル
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水産基盤整備事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
国民に安心で高品質な水産物を安定的に供給し、また、水産業の成長産業化を実現していくため、産地市場統合や養殖適地の確保など水産改革と連動し
た漁港や漁場の整備を推進します。併せて、災害に強い漁業地域の実現に向けて、漁港施設の地震・津波対策や長寿命化対策等を推進します。
＜政策目標＞
○水産物の品質向上や出荷安定（流通拠点漁港での水産物取扱量の50％について新たに品質向上等を実現［令和３年度まで］）
○災害発生時の水産業早期回復体制の構築（30％の流通拠点漁港において実現［令和３年度まで］）

【令和２年度予算概算決定額 71,133（71,044）百万円】

[お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産物の流通効率化や生産性向上のための基盤強化対策
○ 水産物の流通効率化に向けて、拠点漁港における水産物の集出荷機能の集
約・強化や衛生管理対策などの流通機能強化対策を推進します。

○ 養殖業等の水産物生産の中核的な地区において、養殖適地の確保などの生産
機能強化対策を推進します。

○ 水産資源の回復を図るため、海域全体の生産力の底上げを目指した広域的な
水産環境整備を推進します。

○ 上記にあわせ、生産・流通活動の効率化を図るため、漁港・市場における情報
通信施設の整備や漁場観測施設の設置を推進します。

２．災害に強い漁業地域づくりのための漁港施設の防災・減災対策、既存ストック
の有効活用

○ 大規模地震・津波や激甚化する台風・低気圧災害に対応するため、岸壁等
漁港施設の強化対策を推進します。

○ 漁港施設の長寿命化対策とあわせて、既存ストックの増養殖場への有効活用を
推進し、施設の維持管理・更新費の増大の抑制を図ります。

国
水産業協同組合

地方公共団体1/2等＜事業の流れ＞
耐震強化岸壁等の施設
の地震・津波対策

台風・低気圧災害に備
えた漁港施設の耐浪化
の推進

漁港施設の計画的な長寿命化対策

集出荷機能集約・強化と衛生管
理に対応した岸壁と荷さばき所の
一体整備

大規模養殖の展開を可能にする
静穏水域等の造成

資源管理と連携した広域的な
水産環境の整備

漁港ストックの有効活用漁港施設の防災・減災対策

流通・生産機能の強化対策 水産資源の回復対策

老朽化対策
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流通拠点漁港等の緊急対策＜公共＞

＜対策のポイント＞
北海道胆振東部地震及び平成30年台風21号等を踏まえ、流通や防災上特に重要な漁港を対象に緊急点検を行った結果を基に、水産基盤整備事業に
おいて、防波堤等の強化や主要電源の浸水対策、非常用電源の設置等の緊急対策を実施します。
＜政策目標＞
◯防波堤や岸壁等の機能を強化（約60漁港［令和２年度まで］）
◯荷さばき所等の耐震化や被災時の主要電源の確保（約20漁港［令和２年度まで］）

【令和２年度当初予算額 （水産基盤整備事業）7,300（19,000）百万円】

[お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
水産基盤整備事業による防災・減災、国土強靭化のための緊急対策
発災時に主要施設の倒壊や電源機能の喪失により、人命や流通機能・防災機能
が損なわれるおそれが判明した全国規模の流通拠点漁港や防災拠点漁港において、
以下の取組を推進します。
①防波堤や岸壁等の機能を強化
防波堤や岸壁等の耐震・耐津波・耐浪化対策を推進します。

②荷さばき所等の耐震化や被災時の主要電源の確保
荷さばき所等における耐震化、主要電源の浸水対策や非常用電源の設置等を
推進します。

国
水産業協同組合

地方公共団体1/2等

＜事業の流れ＞

防波堤や岸壁等の機能を強化

岸壁の耐震強化

荷さばき所の耐震化や
電源施設の浸水対策等

未改良 整備済み

防波堤の耐浪化

荷さばき所等の耐震化や被災時の主要電源の確保

上層階に設置
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 漁港の機能増進を図るため、以下の施設整備を支援します。

１ 省力化・軽労化・就労環境改善施設
○ 浮体式係船岸、岸壁等の屋根、船揚場改良等

２ 安全対策向上施設
○ 防波堤嵩上げ、岸壁はしご、防潮堤改良、機能保全計画の見直し等

３ 有効活用促進施設
○ 防波堤潮通し、港内の増養殖場、陸上養殖用水・排水施設等

漁港機能増進事業 【令和２年度予算概算決定額 1,000（2,594）百万円】

＜対策のポイント＞
漁港のストック効果の最大化を図りつつ、漁村の活力を高めていくとともに、水産改革に即した水産業の成長産業化に向け、就労環境の改善、漁港利用者の
安全性の向上、漁港施設の有効活用等に資する施設の整備を支援します。
＜政策目標＞
○ 水産物の流通・生産拠点となる漁港のうち、就労環境を改善した漁港の割合（ 51％ ［平成28年度］→60％［令和３年度まで］）
○ 老朽化に対して施設の安全性が確保された漁港の割合（ 66％［平成28年度］→おおむね100％［令和３年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3506-7897）

国
都道府県

＜事業の流れ＞

都道府県

市町村等

（事業主体が都道府県の場合）

（事業主体が市町村等の場合）

○浮体式係船岸の整備によ
る陸揚げ作業の軽量化

【有効活用
促進施設】

【安全対策向上施設】

○防潮堤（陸閘）の整備
による津波の侵入防止
と通行確保

○防風柵設置による強風
対策

○岸壁等の屋根の整備によ
る就労環境の改善

漁港（イメージ）

【省力化･軽労化･
就労環境改善施設】

○漁港施設の機能保全計
画の見直し

○陸上養殖用水・排水施
設の整備

1/2等

1/2等

○港内での増殖場の整備
（藻場）

1/2等
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漁港海岸事業＜公共＞ 【令和２年度予算概算決定額 949（948）百万円】

＜対策のポイント＞
海岸法に基づき、国土の保全を目的として、高潮、津波、波浪及び侵食による被害から海岸を防護するため、海岸保全施設の整備を推進します。

＜政策目標＞
○漁業地域の防災機能・減災対策の強化
○大規模地震が想定されている地域等において整備率が69％となるよう海岸堤防等の整備を推進［令和2年度まで］

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-3502-5304）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
我が国は台風の常襲地帯であり、かつ地震多発地帯にあるため、高潮や津波

による海岸災害が頻発しています。また、海岸侵食も全国的に顕在化しています。

漁港海岸事業
○ 国土保全上特に重要な地域を対象に、高潮、津波、波浪及び侵食による
浸水災害を未然に防ぐため、海岸保全施設の新設又は改良を行います。

海岸保全施設整備連携事業
○ 大規模地震や高潮のリスクが高く、重要な背後地を抱える地域の海岸堤防

等を対象に、河川事業等の他事業と連携して計画的・集中的に、津波や
高潮による壊滅的な被害を回避するための対策を実施します。

大規模海岸保全施設改良事業
○ 南海トラフ地震等の大規模地震の発生リスクが高い地域、または、ゼロメート

ル地帯等で高潮により大きな被害が発生するおそれの高い地域において、水
門、排水機場等の大規模施設の改良・更新を行います。

国 地方公共団体

事業費の
２/３、１/２

補助

＜事業の流れ＞

離岸堤堤防・護岸

海岸保全施設の概念図 海岸保全施設整備連携事業
における実施イメージ図

○高潮対策
浸水被害のリスクの高い地域を中心に漁業集落や宅地等を防護し、漁業等の生産活動及び地
域住民の生命・財産を守るため海岸堤防等の整備を推進します。

砂 浜

水 門
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海岸堤防等の緊急対策＜公共＞
【令和２年度予算概算決定額 （漁港海岸事業）300（300）百万円、（農山漁村地域整備交付金）4,200（5,000）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
平成30年台風第21号、平成30年北海道胆振東部地震など近年の災害の特徴を踏まえ実施した重要インフラの緊急点検結果等を受け、防災・減災、国
土強靭化のための緊急的な対策を実施します。
＜政策目標＞
重要インフラ緊急点検の結果等を踏まえて、今後３ヶ年で防災・減災、国土強靱化対策を推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 重要インフラ緊急点検の結果を踏まえ、ゼロメートル地帯または災害リスクが高く
重要な背後地を抱える海岸のうち、堤防等の高さ、消波機能又は耐震機能が不
足し早急に対策の効果があげられる緊急性の高い地区において、高潮・津波対
策並びに耐震対策等を実施します。

耐震対策

高潮対策

台風時の越波状況 消波ブロックの設置や堤防嵩上げ
による越波の防止

堤体の液状化 鋼矢板打設による耐震対策

国
都道府県 市町村等

都道府県・市町村

交付

交付

交付
(１/２等)

国 都道府県・市町村
２/３

＜事業の流れ＞

（補助事業）

（交付金事業）

［お問い合わせ先］ 水産庁防災漁村課（03-3502-5304）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農山漁村地域整備交付金＜公共＞

＜対策のポイント＞
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を支援します。
＜政策目標＞
○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 木材供給が可能となる育成林の資源量が20.7億ｍ3に増加するよう林道等の路網整備を推進［令和５年度まで］
○ 大規模地震が想定されている地域等において整備率が69％となるよう海岸堤防等の整備を推進［令和２年度まで］

交付金を活用した事業の実施例

【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業生産性の向
上と秩序ある土地利用の推進

老朽化した用水路の整備・更新

津波・高潮対策としての水門整備津波、高潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難地、避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

＜事業の流れ＞

１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備の目
標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実
施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場の
強化や防災力の向上のための事業を選択して実施することができます。
① 農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野：予防治山、路網整備等
③ 水 産 分 野：漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等
３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに配分できます。

また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治山施設による山地災害の未然
防止交付

国
市町村 等

交付（1/2等）
都道府県

交付

都道府県・市町村

【令和２年度予算概算決定額 94,275（92,714）百万円】
（令和元年度補正予算額 7,200百万円）

［お問い合わせ先］
（03-6744-2200）
（03-3501-3842）
（03-6744-2392）

農村振興局地域整備課
林野庁計画課
水産庁防災漁村課

（農業農村分野に関すること）
（森林分野に関すること）
（水産分野に関すること）39



外国漁船対策等 【令和２年度予算概算決定額 17,952（16,840）百万円】
（令和元年度補正予算額 362百万円）

＜対策のポイント＞
我が国周辺海域における外国漁船の操業の悪質・巧妙化に対応して、水産改革の目的の一つである水産資源の管理徹底と国際ルールに基づく操業秩序の
維持のため、漁業取締体制を強化します。
＜政策目標＞
漁業取締りの強化等による水産資源の適切な保存及び管理の推進と漁業者の経営安定

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁業取締りの強化
○ 外国漁船等の違法操業への取締強化を図るため、漁業取締船（官船）１
隻の代船建造、１隻の新船（官船）の建造を行い、令和３年度末には９隻に
増隻し、漁業取締体制の強化を図ります。

２．漁業取締業務の円滑な実施
○ 大和堆周辺海域を始めとする我が国周辺海域における外国漁船による違法
操業は、広域かつ昼夜を問わないものとなっており、これら違法操業に対応するた
め、新たに就航する新造船等による訓練や装備の充実、取締活動経費を措置す
るなど、漁業取締活動の一層の強化を実施します。

（事業実施主体）

・漁業取締体制の強化

官船 令和元年度末 8隻 令和３年度末 9隻（見込み）

［お問い合わせ先］水産庁漁業取締課 (03-3502-0942)

＜事業の流れ＞

国

白萩丸 499t ・大型化による
耐航性の向上
・取締装備の
性能の向上

新造船2,000t

白萩丸代船
870t
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 漁業者等により構成された活動組織等が行う、水産業・漁村の多面的機能の
発揮に資する以下の取組を支援します。
① 環境・生態系保全
ア 水域の保全
藻場、サンゴ礁の保全、種苗放流等の活動を支援します。

イ 水辺の保全
干潟、ヨシ帯の保全、内水面の生態系の維持・保全、漂流漂着物の
回収・処理等の活動を支援します。

② 海の安全確保
国境・水域の監視、海の監視ネットワーク強化、海難救助等を支援します。
※ 上記の①及び②に併せて実施する多面的機能の理解・増進を図る取組
を支援します。

水産多面的機能発揮対策 【令和２年度予算概算決定額 2,299（2,855）百万円】

＜対策のポイント＞
環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援します。
＜政策目標＞
○環境・生態系の維持・回復（対象水域での生物量を５年間で20％増加［令和２年度まで］）
○安心して活動できる海域の維持（環境異変等への早期対応件数の割合を５年間で20％増加［令和２年度まで］）

［お問い合わせ先］ 水産庁計画課（03-3501-3082）

＜事業の流れ＞

国 地域協議会
（県・市・漁協等）

活動組織定額 定額

① 定額（1/2相当）
② 定額（ただし、資機材の整備は1/2以内）

・ 交付率：

国境・水域の監視

干潟の保全（干潟の耕うん）

藻場の保全（ウニの駆除）

漂流漂着物の回収・処理
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有害生物漁業被害防止総合対策事業 【令和２年度予算概算決定額 355（405）百万円】

＜対策のポイント＞
我が国漁業に甚大な被害をもたらす有害生物について、各種対策を効率的・効果的に進め、総合的に漁業被害を防止・軽減することにより、漁業経営の安
定化を図ります。
＜政策目標＞
資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和４年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁漁場資源課（03ｰ3502ｰ8487）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．大型クラゲ国際共同調査事業
○ 日中韓の国際的枠組みの下、東シナ海及びその隣接海域等におけるモニタリング
等による大型クラゲの出現や来遊状況の迅速な把握等を行います。

２．有害生物調査及び情報提供事業
○ 有害生物の出現状況や生態等を把握するとともに、漁業関係者等に対する情
報提供を通じた漁業被害の軽減に向けた取組を行います。

３．有害生物被害軽減技術開発事業
○ 漁業被害に対する漁業者等の自助努力を促進するため、有害生物による漁業
被害を効率的・効果的に軽減する技術の開発･実証を行います。

４．有害生物被害軽減対策事業
○ 有害生物の駆除・処理、改良漁具の導入促進といった漁業者等による被害軽
減対策を支援します。

トド、大型クラゲ等の
有害生物による漁業被害

〇 漁具の破損
〇 漁獲量の減少
〇 作業の遅延
〇 漁獲物の品質低下 等

漁業被害の防止・
軽減のための対策

効率的・効果的な漁業被害の軽
減により漁業経営の安定に貢献

① 大型クラゲ国際共同調査
② 調査及び情報提供
③ 被害軽減技術開発
④ 被害軽減対策

【事業対象生物】
トド、大型クラゲ、ナルトビエイ、ザラボヤ、キタミズクラゲ及びオットセイ

対策背景

国 民間団
体等 漁協等

定額、1/2定額＜事業の流れ＞

※ 事業１は、民間団体等まで

【トド】
漁獲物の被害

【大型クラゲ】
定置網への大量入網
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漁場環境改善推進事業

＜対策のポイント＞
水産資源の回復には漁場環境に悪影響を与える様々な要因への対策が不可欠であることから、栄養塩、赤潮・貧酸素水塊に対する被害軽減技術等の開発
を支援します。また、海洋生態系を維持しつつ持続可能な漁業を実現するため、海洋保護区や国際的な議論の動向等の調査・分析等を行います。

＜政策目標＞
養殖漁業の生産安定及び漁場環境の保全により栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量を1,739千トンまで回復［令和４年度まで］

［お問い合わせ先］（１～３、５の事業） 水産庁漁場資源課（03-6744-2382）
（４の事業） 水産庁研究指導課（03-3591-7410）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．栄養塩、赤潮・貧酸素水塊に対する被害軽減技術等の開発
○ 栄養塩と水産資源の関係を定量的に解明し、適正な栄養塩管理モデルを構築します。
○ 赤潮による被害の軽減手法及び貧酸素水塊の予察技術、被害軽減手法を開発します。

２．栄養塩からみた漁場生産力回復手法の開発
○ 色落ちの被害が発生した海藻類への適切な栄養塩供給手法の開発を支援します。

３．赤潮・貧酸素水塊の広域自動モニタリング技術の開発
○ 自動観測装置をネットワーク化し広域な海域に対応した装置の開発を支援します。

４．リモートセンシングを活用した有害赤潮の種判別手法の開発
○ 人工衛星により有害赤潮の種判別を可能とする技術を開発し、新たにICTブイ等と組み
合わせ、赤潮発生予測の精度向上を図ります。

５．海洋生態系保全国際動向調査
○ 海洋保護区について、国内外の優良事例の調査・分析等を行い、管理措置の提言等を
行います。また、ワシントン条約（CITES）等国際的な議論の動向等の情報収集・分析
を行い、国内外に情報発信します。

国
民間団体等

民間団体等

＜事業の流れ＞

【令和２年度予算概算決定額 157（178）百万円】

・水産資源との関係調査と管理手
法の確立
・栄養塩供給手法の開発

・被害軽減技術の開発
・有害赤潮の種判別のため人工衛
星とICTブイ等を組み合わせた活
用手法の開発
・広域自動モニタリングをネットワーク
化し早期実態把握技術の開発

栄養塩

赤潮・貧酸素水塊

水
産
資
源
の
回
復
漁
業
被
害
軽
減
・
漁
場
生
産
力
の
向
上
・
資
源
管
理

背景と課題 事業概要

○ 栄養塩類の減少や偏
在による海藻類の色落
ちや水産資源の減少

○ 赤潮・貧酸素水塊によ
る魚介類の大量へい死

○ 国際的に海洋保護区
の設置や管理の充実が
求められている他、
CITESにおいてニホンウ
ナギ等を新たに規制対
象とする動き

・海洋保護区に係る国内外の優良
事例の調査・分析、管理措置の
提言
・国際的な議論の動向の情報収
集・分析を行い、科学的根拠に基
づき主張

海洋生態系保全動向調査

定額

委託

(１、４、５の事業)

(２、３の事業)
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 有明海におけるアサリ等の生産性向上のため、これまでの実証事業のうち
特に効果が認められた技術を用い、母貝生息適地の造成、稚貝育成、移
殖、カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減によって、漁場の生産力向上を
図ります。

①高地盤覆砂域造成等による母貝生息適地の造成

②被覆網、基質入り網袋やカゴを用いた稚貝保護育成

③高密度に着生・集積したアサリの移殖（場所、サイズ、時期等）

④澪筋造成や棚飼育等のカキ礁等の造成による貧酸素水塊の軽減
に係る実証事業を実施

有明海のアサリ等の生産性向上実証事業 【令和２年度予算概算決定額 325（325）百万円】

＜対策のポイント＞
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」に基づき、環境省に設置されている有明海・八代海等総合調査評価委員会の有明海の
再生目標として取り上げられている、二枚貝等の生息環境の保全・回復等に資する技術開発・実証事業を実施します。

＜政策目標＞
有明海の再生に資する技術開発・実証事業を実施し、有効な手法を漁業者に普及[令和４年度まで]

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課（03-6744-2031）
水産庁漁場資源課（03-6744-2382）

国 民間団体等

委託（定額）

＜事業の流れ＞

佐 賀 県

塩
田

川

六
角
川

嘉
瀬
川

筑
後
川

矢部川

菊
池
川

緑
川

本
明
川

鹿島市

多
良
岳
△

雲
仙
岳
△

島原市

諫早市

長 崎 県

熊 本 県

玉名市

荒尾市

大牟田市

福岡県

柳川市

大
川
市

佐賀市

みやま市

長
洲
町

小城市

白石町

熊本市

太良町

雲仙市

宇土市

宇城市

南島原市

②稚貝育成

①母貝生息適地の造成

澪筋周辺にカキ礁を造成すること
によって貧酸素水塊を軽減する実
証事業を行う。

④貧酸素水塊軽減

③アサリ稚貝の高密度着生・
集積域からの移殖

稚貝の着生や成長を促進するため
の着生基質入りの袋網やカゴの設
置により稚貝を育成するための実
証事業を行う。

時期、サイズ、場所等、効果的な
アサリの移殖の検討や移殖したアサ
リの食害対策のための被覆網の設
置による移殖にかかる実証事業を
行う。

浮泥対策として高地盤覆砂域の
造成するとともに母貝流出防止の
ための被覆網による母貝生息適地
造成にかかる実証事業を行う。

の位置は実証事業を想定する海域
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．離島漁業再生支援交付金
①離島漁業再生事業

離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域の
うち、本土と架橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象
として、共同で漁業の再生等に取り組む漁業集落に対し、交付金を交付します。

②離島漁業新規就業者特別対策事業
「浜の活力再生プラン」を策定する離島地域の漁業集落において、当該集落
又は漁協が漁船等を当該集落において独立して３年未満の新規漁業就業者
に最長３年間貸付を行う際のリース料を支援するための交付金を交付します。

２．特定有人国境離島漁村支援交付金
○ 有人国境離島法において定められた特定有人国境離島地域において、新たな
漁業又は海業に取り組む者、あるいは漁業又は海業の事業拡大を行う者を漁
業集落が支援する場合に要する経費等を支援するための交付金を交付します。

離島漁業再生支援等交付金 【令和2年度予算概算決定額 1,463（1,518）百万円】

＜対策のポイント＞
離島漁業を維持・再生させるため、離島の漁業集落における漁場の生産力向上のための取組及び漁業の再生に関する実践的な取組等を支援します。

＜政策目標＞
離島漁業者の漁業所得を維持（対象漁業者一人当たりの年間平均漁業所得を令和元年度漁業所得に維持［令和６年度まで］）

【交付対象活動】

(1)離島漁業再生事業
①漁業の再生に関する話合い
②漁場の生産力向上のための取組
種苗放流、漁場の管理・改善、
産卵場・育成場の整備、漁場監視等

③漁業の再生に関する実践的な取組
新規漁業・養殖業への着業、
低・未利用資源の活用、高付加価値化、
販路拡大、海洋レジャーへの取組等

(2)離島漁業新規就業者特別対策事業
漁船、漁労設備及び消耗品でない漁網・
漁具を、新規漁業者に貸与を行う際のリー
ス料を支援します。

モズクの新規養殖

イカ産卵礁の整備

１．離島漁業再支援交付金

【取組事例】
地域の水産物を利用した漁家レストランや直売所を新たに開設した場合に要
する経費を支援します。

２．特定有人国境離島漁村支援交付金

国 都道府県 市町村

交付
（定額）

＜事業の流れ＞
定額

漁業集落
又は漁協

定額
漁業者等

定額
（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-6744-2392）45



＜事業の内容＞
１．サンゴ礁への幼生供給力を高める面的な保全・回復技術の開発
○ 浮遊幼生の移動特性を踏まえた効果的な基盤の配置手法やサンゴ幼生供給規模
を拡大する技術及びサンゴ幼生着床・育成基盤と着床率を向上させる技術の開発・
実証を石垣島沿岸海域において行います。

○ ICT技術を活用したサンゴの被度・計測技術の開発を行います。
２．海洋環境等変化に順応できるサンゴ開発
○ 海洋環境等の変化に強いサンゴ種の増殖手法及び高温耐性型サンゴの種苗育成技
術を開発します。

＜事業イメージ＞

厳しい環境条件下におけるサンゴ礁の
面的保全・回復技術開発実証事業 【令和2年度概算決定額 153（153）百万円】

［お問い合わせ先］水産庁整備課（03-6744-2390）

＜対策のポイント＞
漁場環境の保全の観点から、大規模に衰退したサンゴの効率的・効果的な保全・回復を図るため、サンゴ礁の面的な保全・回復技術の開発・実証を行い、事
業展開に向けた計画・実施手法を早急に確立することを目指します。

＜政策目標＞
水産資源の回復（漁場環境の保全）

＜事業の流れ＞ 国 民間団体等委託

●浮遊幼生の移動特性を踏まえた
効果的な基盤の配置手法の開発・
実証

■サンゴが多く分布するノル（岩礁）
■サンゴの減少の著しいノル

▼サンゴ幼生着床・育成基盤
▲サンゴ幼生供給基盤

幼生の拡散経路
（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）

１．サンゴ礁への幼生供給力を高める面的な保全・回復技術の開発

●ICT技術を活用したサンゴの被度・計測技術
の開発

２． 海洋環境等変化に順応できるサンゴ開発

●海洋環境等の変化に強いサンゴ種の増殖手法の開発

環境変化に強い
ハマサンゴを人工物に
貼布し、ハマサンゴ化
する（リスキンニング）

●高温耐性型サンゴの種苗生産技術の開発

幼生供給基地と幼生収集装置を用いた
サンゴ幼生確保・放流の手順

●▲サンゴ幼生供給基盤及び幼生供給規模拡大技術
の開発・実証

●▼サンゴ幼生着床・育成基盤及び幼
生着床技術の開発・実証

高温耐性サンゴを選定

高温耐性サンゴ同士を交配

高温耐性種苗を生産画像をAIにより判別しサンゴを計測

■：サンゴ

←流況

天然岩盤と比較して、着床
率・生残率を高める着床育
成基盤の開発
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．防除清掃事業費
○ 原因者不明の漁場油濁事故に対して、被害の拡大を防止するため漁業者等が
実施する防除活動に対し、その費用を支弁します。

２．審査認定事業費
○ １．に係る漁業被害額及び防除費等の審査認定のための会議開催を支援します。
３．漁場油濁被害防止対策事業費
○ 漁場油濁防止対策・指導者養成事業：漁場油濁被害の未然防止及び軽減のた
めに、油汚染防除に関する必要な基本的知識及び対応策について、現場における
実技指導等を含めた講習会の開催等の実施を支援します。

○ 漁場油濁被害対策・専門家派遣事業：油濁事故の初期における的確な対応を
確保するため、油防除・海上防災の専門家を事故現場へ派遣することに対し支援し
ます。

漁場油濁被害対策事業 【令和２年度予算概算決定額 15（25）百万円】

＜対策のポイント＞
原因者が判明しない漁場油濁に際し、漁業者等が行う漁場油濁の拡大防止及び汚染漁場の清掃に要した費用を支弁するほか、漁業被害額及び防除費
等の審査認定、油防除の指導者を養成するための講習会の開催や、漁場油濁事故発生時に事故現場へ専門家を派遣します。

＜政策目標＞
水産資源の回復（種苗放流等による資源造成の推進と環境負荷の少ない持続的な養殖業の推進）

［お問い合わせ先］水産庁漁場資源課（03-6744-2382）

＜事業の流れ＞

国 漁業協同組合

審査認定事業費で認定した
防除・清掃費定額

○ １．防除清掃事業費

民間団体等

定額

国

○ ２．審査認定事業費、３．漁場油濁被害防止対策事業費

民間団体等

漁 場 油 濁 被 害 対 策 費
防除・清掃事業費（定額）
【国】 負担（１／４）

【都道府県】
負担

（１／４）

漁業者等が行う漁場油濁の
防除・清掃に要した費用の
支弁

審査認定事業費

防除・清掃事業費 にかか
る漁業被害額、防除費等の
審査認定を行う「漁場油濁
被害等認定審査会」の開催

油濁被害防止対策費

・ 現場における実技指導
等を含めた講習会の開催

・ 油防除・海上防災の専
門家を事故発生時に事故
現場へ派遣

被害漁業者の迅速な救済と漁場油濁の拡大防止、汚染漁場の回復を図る

【民間事業者】
拠出

（１／２）

（定額） （定額）
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＜対策のポイント＞
商業捕鯨の本格的な実施に当たり、非致死的調査等の確実な実施、持続的利用を支援する国との連携や情報発信、捕鯨の実証事業の実施等を支援し

ます。
＜政策目標＞
安定的な捕鯨業の実施と国際的な資源管理の推進

［お問い合わせ先］水産庁国際課（03-3502-2443）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．持続的利用調査等事業等

〇 鯨類資源の資源評価等を行うための非致死的調査を支援します。

〇 持続的利用を支援する国との連携や国際世論への働き掛けを支援します。

〇 鯨食普及活動を支援します。

〇 違法鯨肉の国内流通を防止するための調査を実施します。

２．円滑化実証等対策事業

〇 捕鯨の実証事業を支援します。

〇 捕鯨業の持続的な実施に関する検討を支援します。

捕鯨対策 【令和２年度予算概算決定額 5,072（5,072）百万円】

補助国
民間団体等

＜事業の流れ＞

（一財）日本鯨類研究所、民間団体等
委託、補助

（１の事業）

（２の事業）

○ 捕鯨の実証事業

捕鯨の実証

○ 非致死的調査（目視・バイオプシー等）
○ 新技術の開発（ドローンによる
目視調査手法）
○ 違法鯨肉の国内流通防止調査

調査の確実な実施

関係国への働きかけ

○ 国内外研究機関との連携強化
○ 持続的利用支持国等の結束強化
○ 調査結果等の情報発信等

情報収集・発信

○ 国際的な情報の収集
○ 持続的利用・鯨食普及の推進
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漁港関係等災害復旧事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
台風、地震等により被災した漁港や海岸等を早期に復旧するため、災害復旧事業を実施します。

＜政策目標＞
地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の速やかな復旧

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-3502-5638）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁港、海岸等の災害復旧事業
○ 台風、地震等により被災した漁港や海岸等の災害復旧を実施します。

２．漁港、海岸等の災害関連事業
○ 漁港や海岸等の災害復旧事業の実施のみでは、再度災害の防止に十分な
効果が期待できないと認められる場合に、当該被災箇所又はこれを含めた一連
の施設について、構造物の強化等を行う災害関連事業を実施します。

［補助対象、事業実施主体］国、都道府県、市町村等
［国費率（基本）］事業費の10/10、４/５、２/３、6.5/10

国 地方公共団体

補助（２/３等）

＜事業の流れ＞

［補助対象、事業実施主体］都道府県、市町村等
［国費率（基本）］事業費の５/10

防波堤の損壊（和歌山県 動鳴気漁港（令和元年台風第19号））

【令和２年度予算概算決定額 1,133（1,132）百万円】
（令和元年度補正予算額 5,227百万円）
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令和元年度水産関係補正予算の概要



令和元年度水産関係補正予算の概要 

令和元年 12 月 

水 産 庁 

１ 「ＴＰＰ等関連政策大綱」の着実な実施 

○ 水産業競争力強化緊急事業 ２７０億円 

① 水産業競争力強化のための漁船導入に対する対策

（所要額）
２０５億円

・ 広域浜プランに基づく中核的漁業者へのリース方式に
よる漁船の導入を支援

② 水産業競争力強化のための機器等導入に対する支援
４０億円

・ 広域浜プラン等に基づく海況情報を迅速に把握するた
めの海上ブロードバンド用機器及び生産性の向上、省力
・省コスト化に資する漁業用機器等の導入を支援

③ 水産業競争力強化のための施設整備 ４０億円

・ 広域浜プランに基づき、高鮮度化、産地市場統廃合等
による競争力強化を図るための共同利用施設の新設・改
築、既存施設の撤去を支援

④ 水産業競争力強化のための金融支援 ４億円

・ 漁業用機器や漁船の導入に係る金融面を支援

⑤ 水産業競争力強化に向けた収入向上や資源管理のための
取組等に対する支援

６億円
・ 広域浜プラン等に基づく収入向上・コスト削減の実証

的取組（養殖用生餌の安定供給、機能再編等）を支援
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２ 水産物輸出拡大のための緊急対策

○ 水産物輸出拡大緊急対策事業 １４０億円

① 水産物輸出促進のための基盤整備＜一部公共＞
１３８億円

・ 今後、輸出拡大が見込まれる大規模な水産物流通・生
産の拠点において集出荷機能の強化や養殖水産物の生
産機能の強化に必要な共同利用施設・養殖場等の一体的
整備を支援

② 水産物輸出拡大連携推進事業 ２億円

・ 生産・加工・流通・販売等のバリューチェーン関係者
が連携して国際マーケットに通用するモデル的な商流・
物流の構築を支援

○ 輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策 ６８億円

・ 水産物の輸出拡大を図るため、水産加工事業者を含む
食品製造業者等のＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）等
に対応した施設の改修等や機器の整備を支援

３ 漁業構造改革の推進

① 漁業構造改革総合対策事業 ２１億円

・ 収益性の高い操業・生産体制への転換を図るため、高
性能漁船の導入等による収益性向上の実証の取組等を
支援

② 漁業の担い手確保緊急支援事業  １億円

・ 就職氷河期世代の新規就業と定着を促進するため、新
たに、リカレント教育（職業上必要な知識・技術の習得
に向けたプログラム）の受講を支援するほか、就業相談
会の開催や漁業現場での長期研修等を支援

③ 漁業収入安定対策事業 ２１１億円

・ 記録的不漁や台風等の災害が多発する中で、計画的に
資源管理等に取り組む漁業者の経営を支えるため、漁獲
変動等による減収を補填
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４ 新たな資源管理の推進

① 水産庁漁業調査船による資源変動メカニズム
の解明等 ４７億円

・ 資源調査・評価の高度化を図り、海洋の環境変化の解
析や不漁原因の解明等を行うため、老朽化した水産庁漁
業調査船「開洋丸」について、最新鋭の調査機器等を導
入した新鋭の調査船に代船建造

② 水産資源・海洋環境のデータ分析体制の構築  １億円

・ 迅速な資源管理の強化や不漁対策に資するよう、水産
研究・教育機構が行う水産資源や海洋環境の迅速なデー
タ解析等のシステムの構築を支援

５ 外国漁船対策等

① 韓国・中国等外国漁船操業対策事業 ５０億円

・ 急増する韓国・中国等の外国漁船に対応するため、我
が国海域において、漁業者が行う外国漁船が投棄した漁
具等の回収・処分や外国漁船の操業状況の調査・監視等
を支援

② 沖縄漁業基金事業 ２０億円

・ 日台漁業取決め海域等において、沖縄の漁業者が行う
外国漁船が投棄した漁具等の回収・処分や外国漁船の操
業状況の調査・監視等を支援

③ 漁業取締活動の強化  ４億円

・ 外国漁船による違法操業に対応するため、水産庁所属
の官船・用船による漁業取締活動を強化

６ 防災・減災、国土強靱化

○ 激甚化する台風等に備えた漁港施設等の強靱化＜公共＞
８２億円

（農山漁村地域整備交付金）
３４億円の内数

・ 漁業地域において、台風・低気圧による高潮・高波・
暴風被害を未然に防止するため、防波堤等の耐浪化対策
や防風施設の設置等による防風対策を支援
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７ 災害からの復旧・復興 

① 漁港関係等災害復旧事業＜公共＞   ５２億円

・ 台風第 15 号及び第 19 号等により被災した漁港や海岸
等の速やかな復旧を実施

② 国立研究開発法人水産研究・教育機構災害復旧費
１.５億円 

・ 台風第 15 号及び第 19 号により被災した国立研究開発
法人水産研究・教育機構の施設の復旧等を実施

※今回の災害に対しては、令和元年度当初予算に計上されて
いる以下の事業を支援対策に活用

① 水産多面的機能発揮対策

・ 漁場等に堆積･漂流する流木等の回収･処理等に取り組
む漁業者等を支援

② 水産業成長産業化沿岸地域創出事業

・ 被災を機に収益性の向上と適切な資源管理を両立さ
せる浜の構造改革に取り組む沿岸漁村地域に対し、必
要な漁具、漁船のリース方式による円滑な導入を支援

③ 浜の活力再生・成長促進交付金（被災施設整備等対策）

・ 台風第15号及び第19号等により被災した共同利用施
設（荷さばき施設、漁具倉庫、水産加工施設、種苗生産
施設等）の再建・修繕や、再建の前提となる損壊した施
設の撤去等を支援

④ 水産バリューチェーン事業のうち水産加工・流通構造改善
促進事業

・ 被災した加工業者の加工機器や流通加工に必要となる
タンク、ケースなどの資材の購入経費を支援
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６　防災・減災、国土強靱化

　海岸堤防等の防災・減災対策＜公共＞ 67

※の事業については令和２年度当初分と令和元年度補正分を合わせて令和２年度当初編に掲載。

７　災害からの復旧・復興

　漁港関係等災害復旧事業＜公共＞※ 49

　漁業地域における防災・減災対策＜公共＞ 66

２　水産物輸出拡大のための緊急対策

４　新たな資源管理の推進

　食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策（食料産業局計上）

５　外国漁船対策等

59

３　漁業構造改革の推進

　漁業構造改革総合対策事業※

　漁業収入安定対策事業 61

23

　水産庁漁業調査船「開洋丸」代船建造 62

　 水産資源評価対策支援事業 63

令和元年度補正予算案の主要項目

項目名 頁

　水産業競争力強化緊急事業 56

１　「ＴＰＰ等関連政策大綱」の着実な実施

【関連対策】
　持続可能な水産業の認証活用加速化緊急対策事業（食料産業局計上）

58

　水産物輸出拡大緊急対策事業＜一部公共＞ 57

　漁業の担い手確保緊急支援事業 60

　沖縄漁業基金事業 65

　韓国・中国等外国漁船操業対策事業

40　漁業取締活動の強化※

64

55



【令和元年度補正予算額 27,000百万円】

［お問い合わせ先］ 水産庁研究指導課 （03-6744-2031）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 17,900百万円
○ 中核的漁業者へのリース方式による漁船の導入を支援します。
２．競争力強化型機器等導入緊急対策事業 4,000百万円
○ 海況情報を迅速に把握するための海上ブロードバンド用機器及び生産性の向
上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入を支援します。

３．水産業競争力強化緊急施設整備事業 4,000百万円
○ 競争力強化のために必要となる共同利用施設の整備、産地市場の統廃合の推
進に必要な施設の整備及び関連する旧施設の撤去を支援します。

４．水産業競争力強化金融支援事業 375百万円
○ 漁船の建造・取得・改修、漁業用機器等の導入を図る漁業者等が借り入れる
資金について、無利子・無担保・無保証人等での融資が可能となるよう支援しま
す。

５．広域浜プラン緊急対策事業 605百万円
○ 意欲ある漁業者が実施する収入向上・コスト削減の実証的取組（養殖用生餌
の安定供給、機能再編等）や安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避活
動を支援します。

＜対策のポイント＞
意欲ある漁業者が将来にわたり希望を持って漁業経営に取り組むことができるよう、「広域浜プラン」等に基づくリース方式による漁船導入や産地施設の再編
整備、海況情報を迅速に把握するための海上ブロードバンド用機器及び生産性向上や省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入等を支援することによ
り、持続可能な収益性の高い操業体制への転換を推進します。
＜政策目標＞
１経営体当たりの生産額を10％以上向上［平成28年から令和２年までの５年間］

＜事業の流れ＞

国

定額、１／２

民間団体等

都道府県 市町村・漁協等国

（1、2、4、5の事業）

（3の事業）

 中核的漁業者を認定し、漁船の導入促進
 海況情報を迅速に把握するための海上ブロードバンド用機器及び生産性の向
上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入促進

 施設の再編整備等を推進
 収入向上・コスト削減の実証的取組（養殖用生餌の安定供給、機能再編
等）への支援及び安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避活動への支援

広域な漁村地域が連携して取り組む浜の機能再編や中核的漁業者の育成、
漁船漁業の構造改革を推進

＜ 広域浜プランに基づき以下を実施 ＞

広域浜プラン（浜の活力再生広域プラン・漁船漁業構造改革広域プラン）

水産業の体質強化を図り持続可能な操業体制への転換を推進

＜ 導入例 ＞

水産業競争力強化緊急事業

産地市場 水産加工処理施設漁船 機器等（エンジン）海上ブロードバンド用機器

56



水産物輸出拡大緊急対策事業＜一部公共＞

＜対策のポイント＞
水産物の更なる輸出拡大に向けて、大規模な水産物流通・生産の拠点における集出荷機能の強化や養殖水産物の生産機能の強化、水産バリュー
チェーンの構築等を推進します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産物輸出促進緊急基盤等整備事業 13,800百万円
① 水産物輸出促進緊急基盤整備事業＜公共＞ 11,000 百万円
② 水産物輸出拡大施設整備事業 2,800百万円
ア 大規模流通拠点（特定第３種漁港等・港湾）において、一貫した衛生管理
の下で集荷・保管・分荷・出荷等に必要な共同利用施設等の一体的整備を推
進します。
イ 養殖の生産拠点において、養殖場及び養殖水産物の流通・加工等に必要
な共同利用施設等の一体的整備を推進します。

２．水産物輸出拡大連携推進事業 200百万円
○ 生産・加工・流通・販売等のバリューチェーン関係者が連携して国際マーケッ
トに通用するモデル的な商流・物流を構築します。

【令和元年度補正予算額 14,000百万円】

床・壁の改修 天井・照明
機器改修

大規模流通拠点等における地方公共団体等による共同利用施設等の一体的整備１

陸揚施設

（１）大規模流通拠点

荷さばき施設、製氷、冷凍・冷蔵施設、
共同の立替場・一次処理施設等

水産物流通センター
（集荷・保管・分荷・出荷）

漁場

（２）養殖の生産拠点
養殖場消波施設

桟橋

屋根付き岸壁

底質改善

加工場

荷さばき所
（作業所等）

種苗生産施設

※①は特定第３種漁港等、②は港湾を対象地域とする。

国際マーケットに通用するモデル的な水産物商流・物流の構築２

加工場

漁船漁業

養殖業

加工・流通 輸出

海外市場のニーズをフィードバック・共有し、取組改善

・マーケットインに基づき、輸
出先の嗜好やニーズに合わ
せた魚を計画的に生産

・市場ニーズに合致した高付加価値商品の
海外展開
・有望海外市場における商談会等への出展
等を通じた販路の拡大・多角化
・大口需要者との提携による供給・販売体制
の構築

生産

・輸出先の嗜好やニーズに合わせて付加価値の高い
商品（フィレやロインの真空パッキング、練り製品等)
・AIやロボット技術等を活用し多獲性魚を迅速かつ省
力的に処理
・先進的な加工機器の導入
・高度衛生管理を徹底

空路・
海路

えさ業者

生産から加工・流通・輸出までの関係者が連携したバリューチェーンの構築

＜事業の流れ＞

地方公共団体等
１/２等

民間団体
定額、１/２

（１の事業）

（２の事業）
国

［お問い合わせ先］ 水産庁計画課 （03-3502-8491）
水産庁加工流通課（03-3502-8203）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産エコラベル認証取得に向けたコンサルティング事業
○ 水産エコラベル認証の取得に取り組む事業者に対するコンサルティングの実施

２．水産エコラベル認証審査体制の強化
○ 認証審査員の増加に向けた研修会の開催
○ 認証審査支援システムを活用した審査コストの縮減等

○ 認証機関となるための認定取得に向けた準備等の取組への支援

持続可能な水産業の認証活用加速化緊急対策事業 【令和元年度補正予算額 50百万円】

＜対策のポイント＞
水産資源の持続的利用に対する国際的な関心の高まりへの対応や水産物輸出の増加を図るため、特に国際取引において、資源管理や環境配慮への取組
を証明する水産エコラベルについて、認証の活用を加速化させる取組を支援することにより、国産水産物の消費拡大の取組を推進する。

＜政策目標＞
・国内における国際的に通用する水産エコラベルの生産段階認証の認証数（150件［令和４年度まで］）
・農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

［お問い合わせ先］水産庁企画課（03-3592-0731）

国 民間団体等

定額

＜事業の流れ＞

国

産

水

産

物

の

消

費

拡

大

コンサルティングの実施

・現場での事業者に対する
コンサルティングの実施

審査体制の強化

・認証審査員の増加
・認証機関の増加

・認証審査支援システムの活用

水産エコラベル

水産エコラベルが貼付された商品
（MSCの例）

水産エコラベルが貼付された商品
（マリン・エコラベル・ジャパンの例）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
（１）支援対象となる取組
①加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の
新設（かかり増し経費）及び改修、機器の整備に係る経費。
・HACCP及びISO、FSSC、JFS-C等の規格を満たす施設
・輸出可能な添加物を使用した製造ライン
・海外が求める有機製品の製造ライン 等

②施設整備を一体的に行い、その効果を高めるために必要な
コンサル費等の経費（効果促進事業）を支援する。
（２）事業実施主体（助成対象者）
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
（農林漁業者が製造・加工、流通等の事業を行う場合も含む）

＜対策のポイント＞
加工食品等の輸出拡大により、６次産業化市場規模の拡大を図るため、食品製造事業者等の施設の新設（かかり増し経費）及び改修、機器の整備を支
援します。
＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）
６次産業化の市場規模拡大（7.1兆円「平成29年度」→１０兆円「令和2年度」）

エアーシャワー等の衛生
管理設備の導入

有害な微生物が産生する毒
素を安全なレベルまで取り除
く殺菌機の導入

温度管理を要する装
置・設備の導入

有機食品の製造ライン
(茶葉→荒茶への製造ライン)

国 都道府県等
食品製造事業者
食品流通事業者
中間加工事業者等１/２交付（定額）

［お問い合わせ先］ 食料産業局輸出促進課（03-6744-7172）
水産庁加工流通課 （03-3591-5613）

＜事業の流れ＞

【令和元年度補正予算額 6,794百万円】
高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓のうち
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１ 漁業リカレント教育支援事業
○ 就職氷河期世代を含む幅広い世代に対し、新たに通信教育等の学習プログ
ラムを通じた夜間・休日の受講を支援します。

２ 漁業就業支援事業
○ 漁業への新規就業者の確保に向け、就職氷河期世代を含む幅広い世代へ
働きかけるため、就業相談会の開催や就業情報の発信を支援します。

○ 漁業への就業に向け、漁業学校等で学ぶ者に就業準備資金を交付します。

○ 新規就業者の技術・知識の習得に向け、漁業現場で行う長期研修の実施
を支援します。

漁業学校等
での就学

＜対策のポイント＞
就職氷河期世代を含む漁業新規就業者の確保と定着を促進するため、新たに通信教育等を通じたリカレント教育の受講を支援するほか、就業相談会の
開催や漁業現場での長期研修などの仕組みを拡充し、就業準備から定着までを支援します。
＜政策目標＞
2,000人の漁業新規就業者を確保

農林水産業の担い手の確保・育成、経営基盤強化緊急対策のうち
漁業担い手確保緊急支援事業 【令和元年度補正予算額 100百万円】

＜事業の流れ＞

国
漁業者

研修生

定額
定額

民間団体等

定額

漁業への転職など就業希望者と新たな担い手を受入れる意向を持つ漁
業会社や地域とが直接面談できる就業フェアを開催

就業相談会

就学期間中に就業準
備資金として12.5万円
/月を交付（45歳未満
から概ね50歳未満まで
緩和）

雇
用
型

雇用型
漁業経営体への就業を目指す
最長１年間、最大14.1万円/月を支援

幹 部
養成型

沖合・遠洋漁船に就業し、幹部を目指す
最長２年間、最大18.8万円/月を支援

独
立
型

実践型〔水揚目標等を定めた経営計画の実証〕
研修最終年の実践研修経費を交付
最長1年間、最大150万円/年

独立・自営を目指す
最長３年間、最大28.2万円/月を支援

在宅で受講可能
な通信教育プログ
ラム

漁業現場での実
習プログラム

仕事を続けながら、漁業への就業に
必要な知識・技術の習得を支援

・夜間・休日に受講可能な学習プログ
ラムの整備を支援
・実習プログラム受講費用を支援

リカレント教育支援

長期研修による技術習得

［お問い合わせ先］水産庁企画課（03-6744-2340）60



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．資源管理等推進収入安定対策事業費
＜積立ぷらす＞
○ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場合に、漁業
者が拠出した積立金と国費により補塡します。（漁業者と国の積立金の負担
割合は１：３）

２．漁業共済資源管理等推進特別対策事業費
＜共済掛金の追加補助＞
○ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、共済掛金の上乗せ補助をします。
（国の補助は共済掛金の30％（平均）程度）

漁業収入安定対策事業 【令和元年度補正予算額 21,100百万円】

＜対策のポイント＞
記録的不漁や台風等の災害が多発する中で、計画的に資源管理等に取り組む漁業者の経営を支えるため、漁獲変動等による減収を補塡します。
＜政策目標＞
漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和４年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁漁業保険管理官（03-6744-2356）

国

＜事業の流れ＞

定額

全国漁業共済
組合連合会

収入減少を補塡

積立ぷらすの
発動ライン

漁業共済の
発動ライン

収入変動

○ 積立方式（積立ぷらす）
・ 漁業者自身の積立と国費の積立（１：３相当）が
補塡原資

○ 保険方式（漁業共済）
・ 漁業者が支払った保険料が補塡原資。共済掛金に
上乗せ補助

漁業共済で
補塡可能な
部分

自己負担部分

漁業者
１

減

収

90%（原則）

100%

80%（原則）

国
３

※基準収入：個々の漁業者の直近５年の収入のうち、
最大値と最小値を除いた中庸３か年の平均値

平均70％程度

掛金の負担割合（模式図）
法定
補助金

(平均40％)

収安
補助金

(平均30％)
自己
負担

基準収入（※）

共済掛金の
上乗せ補助

漁業者
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＜対策のポイント＞
水産資源研究センター構想に向けた資源調査・評価体制の抜本的な強化の一環として、また、不漁対策のための資源変動メカニズム解明等のため、水産庁
漁業調査船「開洋丸」を代船建造し、高精度かつ効率的に調査を実施します。
＜政策目標＞
水産資源の維持・回復及び漁業の成長産業化

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

〇水産庁漁業調査船「開洋丸」を最新の水産資源・海洋調査が可能な調査船に

代船建造します。

最新鋭の調査機器を搭載し、最先端の計量魚群探知機により魚類等の資源量推

定や種判別、ナローマルチビーム測深装置により海底構造の把握等を高精度かつ効率

的に行います。

水産庁漁業調査船「開洋丸」代船建造 【令和元年度補正予算額 4,701百万円】

□調査能力の向上
⇒最新鋭の調査機器（最先端の計量魚探、ナローマルチビーム等）の導入
□高いレベルの耐候性確保による、様々な海域での長期調査の実施・充実
⇒2,000トン超級の大型調査船
□環境への配慮
⇒国際海事機関(IMO)が定めるNOx3次規制に対応するための脱硝装置
の設置

水産資源の回復・漁業経営の安定

TAC・IQ等による資源管理の実践

［お問い合わせ先］ 水産庁漁場資源課（03-6744-2380）

国

＜事業の流れ＞

（事業実施主体）

代船建造

MSYによる資源評価、国際的な科学的議論の主導

【水産庁漁業調査船としての役割】

① 精緻な資源調査を効率的に行い、資源管理目標の設定等に貢献

② 海洋環境等の調査により、不漁や漁期のずれの原因を究明

③ 国際漁業管理機関における主要な管理対象魚種の加入量等の把握等に

より、国際交渉における科学的議論を主導

④ 隣接する国等と共同管理すべき資源調査の充実により、資源管理を推進
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水産資源評価対策支援事業 【令和元年度補正予算額 100百万円】

＜対策のポイント＞
迅速な資源管理の強化や不漁対策に資するよう、水産資源や海洋環境の迅速なデータ解析等のシステムの構築を支援します。

＜政策目標＞
戦略的な研究開発と技術移転の加速化、漁業経営の安定、国立研究開発法人水産研究・教育機構の中長期目標の達成

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課（03-6744-2370）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ データ解析・シミュレーション高度化に係るシステム構築
適切な水産資源の管理に不可欠な資源評価を迅速に行い、情報提供することで、
迅速な資源管理の強化や不漁対策に資するよう、国立研究開発法人水産研究・
教育機構に、水産資源及び海洋環境のデータ解析や高度なシミュレーションを高速
で行うシステムを構築します。

国

定額

＜事業の流れ＞

国立研究開発法人水産研究・教育機構

現 状

〇最大持続生産量
（MSY）を目標とし
た世界水準に適合す
る資源評価手法の
導入が必要
○有効な資源管理
は、科学的根拠に基
づく海洋環境の情報
を考慮した関係者の
合意形成が重要

↓
○水産資源や海洋
環境のシミュレーショ
ンの高度化のため、
スーパーコンピュー
ターを用いた迅速な
データ解析と情報提
供システムの構築が
必要

整備

〇スーパーコンピュー
ター稼働に必要な
室内環境（温度・
湿度・空気清浄）
を制御・管理する
ネットワーク・データ
サーバ運用室を整
備
○水産資源・海洋
環境のデータを解析
するアプリケーション
を搭載したスーパー
コンピューターを設置

期待される効果

〇MSYを目標とした新
たな資源評価やTACの
設定に必要な科学的
根拠となるデータの解
析を迅速かつ円滑に遂
行することにより、関係
者の合意形成を促進
○海洋予測システムの
高度化により高精度の
予測情報を国民に提
供

水産資源と
海洋環境の
関係

※得られたデータを基
に、解析モデルを構築
し、水産資源と海洋
環境の関係等をシ
ミュレーション
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韓国・中国等外国漁船操業対策事業

＜対策のポイント＞
急増する韓国・中国等の外国漁船に対応するため、我が国水域において、漁業者が行う外国漁船が投棄した漁具等の回収・処分や外国漁船の操業状況
の調査・監視等を支援します。
＜政策目標＞
外国漁船の操業による影響を受けている漁業の経営の安定

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和元年度補正予算額 5,000百万円】

＜事業の流れ＞

国 一般財団法人
日韓・日中協定対策漁業振興財団 漁協等

定額定額

日本海の大和堆周辺水域等において急増する韓国・中国漁船や道
東・三陸沖で操業を活発化させるロシア漁船等により影響を受けている漁
場の機能回復や日韓漁業交渉中断等に伴う我が国漁業者の経営安
定・被害救済のための対策を基金により支援します。

１．漁場機能回復管理協力
○ 外国漁船の投棄漁具等の回収・処分等を支援します。

２．漁業経営安定化支援等
○ 緊急避泊する外国漁船による漁具や施設の被害を軽減するための
監視活動等を支援します。

３．外国漁船被害救済支援
○ 外国漁船の操業状況調査・監視、外国漁船による漁具・施設被
害の復旧支援等を支援します。

４．漁業再編対策支援
○ 外国漁船による操業等の影響により漁業経営が困難になった漁船
の計画的かつ円滑な再編整備を支援します。

韓国漁船等による投棄漁具の回収

外国漁船の調査・監視

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03ｰ3502ｰ8469）

＜背景＞
日本海と東シナ海において、本来、我が国が主権的権利を行使すべき水域に広大な日韓暫
定水域や日中暫定措置水域等が設定され、外国漁船による無秩序な操業や漁具の投棄によ
る漁場の荒廃によって、多くの資源が低位水準となっている中で、急増する外国漁船に対応し、
水産物の安定供給を図るため、資源の回復を図るとともに、我が国漁業者の経営安定・被害
救済を実施することが重要です。
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沖縄漁業基金事業

＜対策のポイント＞
日台漁業取決め水域等において、沖縄県の漁業者が行う外国漁船の操業状況の調査・監視や漁具・施設被害の復旧等を支援します。

＜政策目標＞
外国漁船の操業による影響を受けている漁業の経営の安定

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和元年度補正予算額 2,000百万円】

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03-3502-8469）

外国漁船により影響を受けている沖縄県の漁業者の経営安定・被害救
済のための対策を基金により支援します。

１．台湾漁船対策 ＜沖縄の漁場を外国漁船から守る＞
○ 外国漁船による投棄漁具の回収・処分を支援します。
○ 外国漁船の操業状況調査・監視、漁具・施設被害の復旧等を
支援します。

○ 外国漁業者との民間交流による操業ルール策定を推進します。
○ 漁業者の安全操業確保に必要な機器の整備を支援します。

２．漁業振興対策 ＜沖縄の漁業の収益力を高める＞
○ 沖縄産水産物の流通促進及び消費の拡大に必要な取組等を支
援します。

３．漁業環境整備の推進 ＜沖縄の美しい海を残す＞
○ 海岸清掃等の活動を支援します。

＜事業の流れ＞

国 公益財団法人
沖縄県漁業振興基金 漁協等

定額定額

＜漁業環境整備の推進＞
漁場生産力・漁労生産性
向上のため、漂流・漂着ゴミ
の除去活動への支援

＜台湾漁船対策＞ ＜漁業振興対策＞
流通の目詰まりを解消するために行う消費地のニーズ
把握や必要な加工機器の整備等の支援

＜背景＞
日台漁業取決め（平成25年署名）においては、互いに相手国の漁船に自国法令を適用し
ない水域が設定された結果、台湾漁船の漁場占拠により沖縄県漁船の操業が脅かされる状況
が続いています。また、台湾漁船等が投棄したはえ縄等の漁具により漁場の荒廃や沖縄県漁船
の操業・航行への支障が生じており、漁業者の経営安定・被害救済を実施することが重要です。
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漁業地域における防災・減災対策＜公共＞

＜対策のポイント＞
台風第15号及び第19号による被害を踏まえ、近年激甚化する台風・低気圧災害に備え、人命・財産や施設被害、地域産業への影響を最小限に抑えるため、
漁業地域において、施設の機能強化等により防災・減災、国土強靱化を推進します。
＜政策目標＞
流通拠点漁港のうち、災害発生時における水産業の早期回復体制が構築された漁港の割合（当面おおむね30％ [令和３年度まで] ）

[お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

漁業地域における防災・減災対策
台風第15号及び第19号による被害を踏まえ、近年激甚化する台風・低気圧災害に
備え、漁業地域において以下の取組を推進します。
①防波堤等の耐浪化対策
台風・低気圧による高潮・高波被害に備え、防波堤等の耐浪化対策を推進します。

②防風施設の設置等による暴風対策
台風・低気圧による暴風被害に備え、防波堤や漁港施設用地等において防風施
設の設置等を推進します。

＜事業の流れ＞

【令和元年度補正予算額（水産基盤整備事業）8,000百万円、（農山漁村地域整備交付金）3,400百万円の内数】

国
水産業協同組合

地方公共団体1/2等

台風により発生した高波が
防波堤を越波

暴風により漁船が転覆

未改良 整備済み

防波堤の嵩上げによって越波を
防ぎ、港内の静穏を確保

防風施設の設置により
港内の静穏を確保
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

海抜ゼロメートル地帯等の浸水被害の影
響が特に大きい地域において、内水氾濫防
止のための排水機場や水門等の補強、高波
による倒壊防止のための堤防等の補強等を
支援します。

・漁港海岸事業（補助）
・海岸保全施設整備連携事業（補助）
・農山漁村地域整備交付金（交付金）

海岸堤防等の防災・減災対策＜公共＞

＜対策のポイント＞
台風第15号及び第19号等で顕在化した新たな課題へ対応するための緊急施策を実施することで、国土強靱化の取組を加速化します。
＜政策目標＞
南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）
約39%［平成26年度］→約69%［令和２年度まで］

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-3502-5304）

＜事業の流れ＞

○波浪に対する護岸倒壊等防止や面的防護対策の必要性

【令和元年度補正予算額 （漁港海岸事業）200百万円、（農山漁村地域整備交付金）3,400百万円の内数】

国 都道府県・市町村
2/3、１/２

（補助事業）

台風第15号及び第19号を受けた緊急施策台風第15号及び第19号での新たな課題

台風第15号では、高波により護岸が倒壊し、背後地に浸水
被害が発生したことから、堤防の補強や面的整備の必要性が
判明

○海岸における内水対策の必要性
台風第19号では、高潮に起因する内水氾濫が発生したこと
から、高潮時における内水排除及び内水氾濫の長期化を防ぐ
ため、海岸保全施設である水門や排水機場等の整備の必要
性が判明

面的防護対策

＜堤防の補強＞
波浪に対する強度が不十分な堤
防等の補強等を実施することで、
高潮・高波による施設の損傷及
び背後地の浸水被害を防止

堤防の補強

＜水門の補強＞
水門等を補強することで高潮等
の災害に伴う内水氾濫の長期化
を防止し、迅速な復旧を促進

排水機場の増強

＜面的防護対策＞
離岸堤や消波施設等を含む面的
防護対策を実施することで、高
潮・高波による施設の損傷及び
背後地の浸水被害を防止

＜排水機場の増強＞
排水機場を増強することで高潮
等の災害に伴う内水氾濫を防止

ゼロメートル地帯又は重要な背後地を抱える海岸において、

ゼロメートル地帯又は重要な背後地を抱える海岸において、

水門の補強

＜対象事業＞

国
都道府県 市町村等

都道府県・市町村

交付

交付

交付

１/２等

（交付金）
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令和２年度水産関係復旧・復興対策
（復興庁計上・東日本大震災復興特別会計）



　漁港関係等災害復旧事業＜公共＞ 84

82

83

   　被災海域における種苗放流支援事業

   　海洋生態系の放射性物質挙動調査事業

   　放射性物質影響調査推進事業

　 漁業者等緊急保証対策事業

　水産業復興支援

頁項目名

   　漁協経営再建緊急支援事業

   水産関係資金無利子化事業及び水産関係公庫資金無担保・無保証人事業

   　漁場復旧対策支援事業 76

75

　農山漁村地域整備交付金（海岸事業の復興事業）＜公共＞

令和２年度水産関係復旧・復興対策（復興庁計上・東日本大震災復興特別会計）

77

79

   　復興水産加工業等販路回復促進事業

　水産基盤整備事業＜公共＞

70

72

73

74

   　水産業共同利用施設復旧整備事業

   養殖施設災害復旧事業

   漁船等復興対策

85

80

81
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共同利用漁船等復旧支援対策事業 【令和２年度予算概算決定額 278（116）百万円】

＜対策のポイント＞
原子力災害の影響により復旧の遅れている福島県を対象として、被災した漁業者のために漁業協同組合等が行う共同利用に供する漁船の建造、中古船
及び漁具･漁労設備の導入を支援します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03-3502-8476）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．共同利用小型漁船建造事業
○ 激甚災害法に基づき、漁業協同組合等が被災した組合員のために行う共同
利用に供する小型漁船の建造に対して支援します。

２．共同利用漁船等復旧支援対策事業
○ 省エネ、生産性向上、資源管理等を目的とした共同計画に基づき漁業協同
組合等が行う漁船の建造、中古船及び漁具・漁労設備の導入に対して支援
します。

地
域
漁
業
生
産
力
の
復
興

漁
船
等
の

復
旧
・

操
業
再
開

壊滅的被害
自力での復
旧は困難

被災漁業者
（漁船等甚大な被害）

参
画

共同計画の策定

共同利用に供する
漁船等の建造・取得

漁船･漁具等の取得費用について、
国1/3、県1/3以上、合計2/3以
上で補助

漁船の建造費、中古漁船の取得費（修理費
含む）、漁具・漁労設備の取得費

漁業協同組合等

＜事業の流れ＞

漁業協同組合等福島県国
2/3以上1/3
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．省エネ型漁業用機器設備の導入に対する支援

◯ 東日本大震災の被害を受けた福島県の漁業者のグループが行うＬＥＤ集魚

灯・漁船用エンジン（船外機・船内機）について省エネルギー性能が相当程度優

れた漁業用機器設備の導入費用を支援します。

漁業経営体質強化機器設備導入支援事業 【令和２年度予算概算決定額 68（105）百万円】

［お問い合わせ先］水産庁企画課（03-6744-2341）

＜対策のポイント＞
高収益・環境対応型漁業として、福島県における迅速かつ効率的な漁業の再建を図るため、省エネルギー性能が相当程度優れた漁業用機器設備の導入を
支援します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

＜事業の流れ＞

漁業者グループ民間団体等

定額

国

1/2

○省エネ型漁業用機器設備の例

①ＬＥＤ集魚灯

約5％
削減

約30％
削減

※ 下線部分は、省エネ型漁業用機器設備導入により見込まれる燃油使用量削減
率の例

②漁船用エンジン
（船内機）

③漁船用エンジン
（船外機）
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養殖施設災害復旧事業 【令和２年度予算概算決定額 26（65）百万円】

＜対策のポイント＞
被災地における養殖業の再建を図るため、激甚災害法に基づき、東日本大震災により被害を受けた水産動植物の養殖施設の復旧を支援します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-6744-2385）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．養殖施設災害復旧事業
○ 被災地の養殖施設の復旧については、福島県の避難指示区域に指定された
地域以外は、養殖業再開希望者の整備は完了しています。

○ 被害率、残存価格率を基に算出した復旧事業費が13万円以上の養殖施設に
ついて、福島県がその費用の10分の９を下らない率による補助をする場合に、
所要の費用を補助します。

復旧費用の9/10を
下らない率

9/10

＜事業の流れ＞

養殖施設の復旧

被災した養殖施設
【被災道県の被害報告額 合計737億円】

被災地における養殖業の再建漁業者国 福島県
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水産業共同利用施設復旧整備事業 【令和２年度予算概算決定額 1,062（997）百万円】

＜対策のポイント＞
被災した漁業協同組合、水産加工業協同組合等の水産業共同利用施設(荷さばき施設、加工処理施設等)のうち、規模の適正化や衛生機能の高度化
等を図る施設の整備を支援します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］（１）水産庁防災漁村課（03-6744-2391）
（２）水産庁栽培養殖課（03-6744-2383）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

（補助対象施設の例）

鮮度保持施設加工処理施設

カキ・ホタテ等
養殖施設

魚類・貝類
種苗生産施設

さけ・ます
種苗生産施設 物揚場等の係留施設

１．水産業共同利用施設復旧整備事業
○ 被災した漁業協同組合、水産加工業協同組合等の共同利用施設
（荷さばき施設、加工処理施設、鮮度保持施設、給油施設、養殖施設、
放流用種苗生産施設等）のうち、規模の適正化や衛生機能の高度化
等を図る施設等を整備する場合に、整備費の一部を助成します。

○ 地震や津波により被害を受けた漁港が必要最低限の機能回復を図るた
めの施設（係船環、車止め、物揚場等）及び漁港環境の復旧に必要
な施設を整備する場合、整備費の一部を助成します。

国 道県 事業実施主体

＜事業の流れ＞

２/３,１/２

荷さばき施設 給油施設
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．復興水産加工業等販路回復促進指導事業
○ 販路回復等に向けた個別指導経費、セミナー開催経費等を支援しま
す。また、被災県産水産加工品の安全性や魅力を発信する取組を支
援します。

２．水産加工業等販路回復取組支援事業
○ 個別指導を踏まえた取組に必要な加工機器整備費、放射能測定機
器導入費、マーケティング経費等を支援します。
被災地水産加工業の復興の進捗状況に係る調査・分析を実施しま
す。

３．加工原料等の安定確保取組支援事業
○ 被災地において加工原料を確保するため遠隔地から調達する際の運
賃の掛かり増し経費の一部等を支援します。

復興水産加工業等販路回復促進事業 【令和２年度予算概算決定額 1,182（1,227）百万円】

＜対策のポイント＞
被災地の水産加工業の販路回復等のため、水産加工・流通の専門家による事業者の個別指導及びセミナー等の開催、被災地の水産加工業者等が行う
販路の回復・新規開拓等の取組に必要な加工機器の整備等を支援します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-6744-2350）

国
漁業協同組合、水産
加工業協同組合等

復興水産加工業
販路回復促進センター 水産加工業者等

２/３

１/２

定額

県
交付

＜事業の流れ＞

1. 2.

３． 「復興水産販路回復アドバイザー」による個別指導を踏まえて、機器整備費等を支援。（２／３以内）

2. 水産加工業等販路回復取組支援事業

「東北復興水産加工品展示商談会」の開催等
を支援。（定額）

加工原料の輸送費、製氷購入費等を支援。
（1/2以内）

１. 復興水産加工業等販路回復促進指導事業 ３. 加工原料等の安定確保取組支援事業

74



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．被災海域における種苗放流支援事業
○ 東日本大震災により、ヒラメ、アワビ等の放流用種苗を生産している各県の種苗生
産施設が壊滅的被害を受けたことから、被災県の種苗生産体制が整うまでの間、
他海域の種苗生産施設等からの種苗の導入等による放流種苗の確保に対して
支援します。

○ 資源の全てがふ化放流事業によって造成されているサケについては、平成23年春
に放流予定の稚魚の大半が津波に流され、その後も必要数の放流ができなかったこ
とにより漁獲数が減少しています。このため、被災県の種苗生産体制が整うまでの間、
震災によるサケの来遊数減少に対処した採卵用サケ親魚の確保等に対して支援
します。

被災海域における種苗放流支援事業 【令和２年度予算概算決定額 700（714）百万円】

＜対策のポイント＞
被災地の水産資源の回復と漁業収入の向上を目指すため、被災県の種苗生産体制が整うまでの間、他海域からの種苗の導入等による放流種苗の確保、
震災によるサケの来遊数減少に対処した採卵用サケ親魚の確保等を支援します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

２/３

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-6744-2385)

〈放流種苗の確保〉

〈採卵用サケ親魚の確保〉

採卵遡上する親サケの確保

他海域から導入した種苗の放流

（ヒラメ） （アワビ）

被
災
地
の
水
産
資
源
回
復

国 県
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漁場復旧対策支援事業 【令和２年度予算概算決定額 420（582）百万円】

＜対策のポイント＞
東日本大震災により漁場に流出した瓦礫が漁業に被害を及ぼしているため、専門業者による瓦礫の回収処理及び漁船が操業中に回収した瓦礫の処理等
への支援をします。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁漁場資源課（03-6744-2382）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁場漂流・堆積物除去事業
○ 漁場において、専門業者が行う瓦礫の状況把握に係る海底調査及び瓦礫の
回収処理を支援します。

２．漁場生産力回復支援事業
○ 沖合漁場において、通常操業を行う漁船が操業中に回収した瓦礫の処理等に
ついて支援します。

国
専門業者

県
漁業協同組合等

定額・８/10

＜事業の流れ＞

１．海底調査後、クレーン船等により瓦礫回収

２．漁船が操業中に瓦礫を回収

漁業者グループ
補助

委託
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水産関係資金無利子化事業 【令和２年度予算概算決定額 643（672）百万円】

＜対策のポイント＞
漁業者等の復旧・復興に必要な資金の融通の円滑化のため、災害の復旧・復興に必要な日本政策金融公庫資金（水産加工資金を含む。）、漁業近代
化資金及び漁業経営維持安定資金の貸付金利を実質無利子化します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁水産経営課（03-6744-2347）
水産庁加工流通課（03-6744-2349）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産関係資金の利子助成
○ 日本政策金融公庫資金、漁業近代化資金及び漁業経営維持安定資金につ
いて、被災した漁業者、水産加工業者及びこれらの者又は地方公共団体が構
成員又は出資の過半を占める団体を対象として、実質無利子化（最大２％、
貸付当初18年間）することにより、金利負担を軽減し、事業再開を促進します。
① 日本政策金融公庫資金分
対象資金：漁船関連資金、農林漁業施設資金、農林漁業セーフティネット資

金、漁業基盤整備資金、水産加工資金
融資枠：漁業関係５０億円、水産加工関係５０億円

② 漁業近代化資金分
融資枠：２８億円

③ 漁業経営維持安定資金分
融資枠：４億円
また、令和元年度までの貸付けであって、本事業の助成対象となったものに係る
令和２年度の義務的経費分についても助成を行います。

国 全国漁業協同組合連合会 被災漁業者・水産加工業者等

定額定額

＜事業の流れ＞

株
式
会
社
日
本

政
策
金
融
公
庫

漁

協

信
漁
連
等

融資 被
災
漁
業
者
・
水
産
加
工
業
者
等

国

全
国
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

補助

返済

金

融

機

関

利子助成
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水産関係公庫資金無担保・無保証人事業 【令和２年度予算概算決定額 -（-）百万円】

＜対策のポイント＞
日本政策金融公庫の災害の復旧・復興に係る資金について、被災した漁業者、水産加工業者及びこれらの者若しくは地方公共団体が構成員又は出資の
過半を占める団体を対象として、実質無担保・無保証人による融資を推進します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁水産経営課（03-6744-2347）
水産庁加工流通課（03-6744-2349）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．公庫資金の実質無担保・無保証人貸付の推進
○ 公庫の災害の復旧・復興に係る資金（漁船関連資金、農林漁業施設資金、
農林漁業セーフティネット資金、漁業基盤整備資金及び水産加工資金）につい
て、平成29年度までに拠出した既出資金を活用し、被災した漁業者、水産加工
業者及びこれらの者又は地方公共団体が構成員又は出資の過半を占める団体
を対象として、実質無担保・無保証人による融資を推進します。
・ 対象資金：

漁船関連資金、農林漁業施設資金、農林漁業セーフティネット資金、漁業基
盤整備資金及び水産加工資金

・ 融資枠：
① 漁業関係資金分：５０億円
② 水産加工資金分：５０億円

国 日本政策金融公庫
出資

＜事業の流れ＞

被
災
漁
業
者
・
水
産
加
工
業
者
等

国

返 済

出
資

公庫資金の
実質無担保・無保証
人による貸付けを実施

融 資
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漁協経営再建緊急支援事業 【令和2年度予算概算決定額 208（255）百万円】

＜対策のポイント＞
被災した漁業協同組合及び漁業協同組合連合会が経営再建のために借り入れる資金について、借入に係る負担軽減のための利子助成（実質無利子
化）を措置します。

＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁水産経営課（03ｰ3502-8416）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国 全国漁業協同
組合連合会

被災した
漁業協同組合等

定額定額

＜事業の流れ＞

１．漁協経営再建緊急支援事業
○ 被災した漁業協同組合及び漁業協同組合連合会が経営再建のために借り
入れる資金（運転資金、設備資金）に対して、借入に係る負担軽減のため
の利子助成（実質無利子化）を措置します。

補助要件：運転資金は最長10年、設備資金は最長15年の償還計画を
作成すること。

漁協経営再建緊急支援事業

国

再建に必要な資金の無利子化
○運転資金
○設備資金

被災した漁業協同組合等
（機能・活動や経営基盤を回復・強化）

定額補助

全国漁業協同組合連合会
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漁業者等緊急保証対策事業 【令和２年度予算概算決定額 903（777）百万円】

＜対策のポイント＞
東日本大震災により被害を受けた漁業者等の復旧・復興に必要な資金が円滑に融通されるよう、保証保険機関が引き受けた債務保証等にかかる代位弁
済等に必要な経費を助成します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁水産経営課（03-6744-2346）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．求償権償却経費助成事業
○ 本事業による保証が代位弁済事故となった場合、求償権行使後の求償権償却
額について、農林漁業信用基金負担部分（90％又は70％）の100％、漁業
信用基金協会負担部分（10％又は30％）の70％又は90％を助成します。

２．保証料助成事業
○ 本事業による漁業者・漁協等の負担する保証料を全額助成します。

（保証枠）108億円

国
漁業信用基金協会

（独）農林漁業信用基金
定額

＜事業の流れ＞

国
基金協会の代位弁済費用軽減のための助成

被災中小
漁業者等

保証料

債務保証

中小漁業者等の費用負担軽減のための保証料助成

融資

保証料全額助成

信用基金の保険金支払費用軽減のための助成

求償権償却経費の
97％を助成

金融機関
返済

保証保険（独）
農林漁業
信用基金

都道府県
漁業信用
基金協会

代位弁済
（事故時）

保険料支払
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放射性物質影響調査推進事業 【令和2年度予算概算決定額 317（327）百万円】

＜対策のポイント＞
過去の放射性物質の検出状況等を踏まえ、水産物の安全性を確保するため、大臣管理漁業等で漁獲される回遊性魚種等を中心に放射性物質調査を継
続的に実施するとともに、消費者等の安心の回復と信頼の確保につなげるため、検査結果の正確な情報を提供します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．放射性物質影響調査推進事業
○ 福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の海洋への流出により一部の水産物

から検出される放射性物質は、今後の操業見通しへの不安要因となっています。この
ため、関係省庁、関係都道県及び関係団体と連携し、安全な食料の安定供給の
ために、生産段階において水産物の放射性物質調査を円滑に行うことが必要です。

○ 過去の放射性物質の検出状況等を踏まえ、「検査計画、出荷制限等の品目・区域
の設定・解除の考え方」（平成31年3月22日改正 原子力災害対策本部）における
検査計画の対象自治体及び関係業界団体等と連携し、大臣管理漁業等で漁獲さ
れる回遊性魚種等の放射性物質調査を実施するとともに、検査結果の正確な情報を
提供します。
※ 総合モニタリング計画（平成31年2月1日改定 モニタリング調整会議）に基づき、
関係機関の連携の下、継続して放射線モニタリングを実施。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託（定額）

○結果については、水産庁ホームページにて随時公表し、正確な情報提供を実施。
（http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html）

○東日本海域を中心に、大臣管理漁業の対象となる回遊性魚種等（カツオ、サンマ、カレイ
等）を中心に放射性物質調査を実施。

ゲルマニウム半導体
検出器による放射性物
質分析

魚種判別・測定 測定用試料の調整

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課（03-6744-2030）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．海洋生態系の放射性物質挙動調査事業
○ 東京電力福島第一原子力発電所事故により、大量の放射性物質が放出されま
した。これらのうち、最も大量に放出された放射性セシウムは、今後も環境や水産物
から検出されることが想定され、操業見通しへの不安要因や、水産業の復興・振興
の障害となっています。

○ 水産物中の放射性物質の挙動とその要因については、国内外から高い関心が寄
せられており、これらを解明することは、水産物の安全性に対する懸念を払拭するた
めにも有効です。

○ 被災地の沿岸・沖合水域等において、環境試料を含む様々な試料の放射性物
質濃度の分析、海流等の把握、更には飼育実験等を行い、これらを総合的に解析
することによって、水生生物中の放射性物質の挙動とその要因を明らかにするため
の調査研究を実施します。

調査対象地域：沿岸から沖合50km（水深200ｍ）程度の太平洋北部海域
（必要に応じて汽水域や50km以遠の沖合を含む）等

海洋生態系の放射性物質挙動調査事業 【令和2年度予算概算決定額 182（182）百万円】

＜対策のポイント＞
被災地の沿岸・沖合水域等において、水生生物中の放射性物質の挙動とその要因の解明に関する調査研究を実施します。
＜政策目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課（03-6744-2030）
国 国立研究開発法人水産研究・教育機構

定額
＜事業の流れ＞

・水産物等から

されるおそれ

放射性物質が検出

・本格操業等への

不安があり、

被災地等での

水産業の復興・

振興の障害

・水産物の安全性

に対する懸念
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水産基盤整備事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
東日本大震災後の被災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現するべく、平成28年度からの「復興・創生期間」において、引き続き、
水産業の復興の取組を強化する必要があることから、災害復旧事業等と一体となって、被災した拠点漁港の流通・防災機能の強化、漁場の生産力回復のた
めの整備を一層推進していきます。
＜政策目標＞
地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の速やかな復旧・復興［令和２年度まで］

【令和２年度予算概算決定額 4,514（2,465）百万円】
（復旧・復興対策（復興庁計上））

[お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産基盤整備事業復旧・復興対策
○ 被災地における拠点漁港において、流通・加
工機能の強化、防災機能の強化等復興対
策を推進します。

○ 水産資源の回復を図りつつ、漁場の生産力
の増進を図るため、増殖場、藻場・干潟の整
備等を推進します。

国 地方公共団体

１／２等

＜事業の流れ＞

漁場施設等の整備防波堤・岸壁等の整備

漁場施設の修復

増殖場・藻場・干潟の整備

地震・津波に対応した防波堤の改良

軽量材

土圧の軽減

軽量材の使用による耐震化改良

地震・津波に対応した岸壁の改良

捨石の嵩上げによる耐津波化改良
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漁港関係等災害復旧事業＜公共＞ 【令和２年度予算概算決定額 56,000（62,259）百万円】
（復旧・復興対策（復興庁計上））

＜対策のポイント＞
東日本大震災により被災した漁港や海岸等を早期に復旧するため、災害復旧事業を実施します。
＜政策目標＞
地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の速やかな復旧［令和２年度まで］

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課 （03-3502-5638）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁港、海岸等の災害復旧事業
○ 東日本大震災により被災した漁港や海岸等の災害復旧を実施します。

２．漁港、海岸等の災害関連事業
○ 漁港等の災害復旧事業に関連し、漁業集落排水施設等の災害復旧を
実施します。

［補助対象、事業実施主体］県、市町村
［国費率（基本）］事業費の４/５、２/３、6.5/10

国 地方公共団体

２/３等

＜事業の流れ＞

［補助対象、事業実施主体］市町村
［国費率（基本）］事業費の1/2

漁港漁村地域が有していた水産物供給機能等の早期回復を図
るため、地震、津波により被災した漁港施設、海岸保全施設等を復
旧します。

津波により洗掘された堤防被災当時の漁港状況

流失した岸壁 岸壁の復旧状況
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農山漁村地域整備交付金（海岸事業の復興事業）〈公共〉
【令和２年度予算概算決定額 18,108（16,175）百万円】

＜対策のポイント＞
東日本大震災で被害を受けた地域において、被災地域の復興に不可欠な堤防、護岸、胸壁、陸閘、水門等の海岸保全施設の整備を推進します。

＜政策目標＞
○大規模地震が想定されている地域等において整備率が69％となるよう海岸堤防等の整備を推進［令和2年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

［お問い合わせ先］
制度全般に関すること 農村振興局地域整備課（03－6744－2200）
事業全般に関すること 農村振興局防災課（03－6744－2199）

水産庁防災漁村課（03－3502－5304）

国 県、市町村

交付（1/2等）

＜事業の流れ＞

１．東日本大震災の被災地において、地方公共団体が策定した、農山漁村
地域整備計画に基づき、海岸保全施設の整備を行い、農山漁村地域の
防災力の向上を図ります。また、これらと一体となって事業効果を高めるため
に必要な効果促進事業を実施することができます。

実施地域：岩手、宮城、福島、茨城、千葉

２．国から県又は市町村に交付金を交付し、県及び市町村は自らの裁量に
より地区ごとに配分できます。また、県及び市町村の裁量で地区間の融通
が可能です。

【東日本大震災被害状況】 【東日本大震災からの復興状況】

東日本大震災の被災地において、津波・高潮等から人命・財産等を守るため、
海岸保全施設の整備を行い、被災地における災害に強い地域づくりを推進する。
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